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議 事 日 程  （第３号） 

 

平成30年12月４日（火）午前10時開議 

 

日程第１        一般質問 

             質問順序  １．４番 高柳 達弥 

                   ２．３番 土屋 和幸 

                   ３．11番 荻野 利明 

                   ４．12番 豊田 一仁 

                   ５．１番 福永 桂子 

                   ６．８番 吉田 建二 

 

 

 

○本日の会議に付した事件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄議事日程に掲げた事件に同じ 

○出席及び欠席議員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○説明のため出席した者┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○職務のため議場に出席した事務局職員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 
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午前10時00分 開議 

○議長（二橋益良） ただいまの出席議員は17名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。なお、

撮影を許可した者には許可証を交付しておりますの

で御報告いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでござ

います。 

 初めに、会議に先立ちまして、危機管理監より訂

正の申し出がありましたので許可いたします。危機

管理監。 

  〔危機管理監 青島一郎登壇〕 

○危機管理監（青島一郎） 済みません。議長の許

可をいただきましたので、昨日の一般質問の竹内議

員の御質問の中で、空き家の所有者につきまして調

査をどのようにするのかというような御質問をいた

だきまして、私のほうで相談を受けた場合に危機管

理課のほうで税務課にあります登記情報、こちらの

ほうを調べて、追えるとこまでですが、所有者を調

べまして、私の答弁ですと、その相談者に対してそ

の所有者を教えるような答弁になっていたかと思い

ますけれども、直接閲覧されれば別ですが、我々が

知り得た情報を相談者には現在教えておりません。

ですので、所有者がわかった場合には、危機管理課

のほうから直接その納税義務者、所有者に対して対

応のほうをお願いしているという状況ですので、訂

正をさせていただきます。申しわけありませんでし

た。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 昨日に引き続き一般質問を行います。本日の質問

順序は、受付順により、１番、高柳達弥君、２番、

土屋和幸君、３番、荻野利明君、４番、豊田一仁君、

５番、福永桂子さん、６番、吉田建二君と決定いた

します。 

 初めに、４番 高柳達弥君の発言を許します。高

柳達弥君。 

  〔４番 高柳達弥登壇〕 

○４番（高柳達弥） 皆さん、改めておはようござ

います。４番 高柳達弥でございます。 

 今の季節を言いますと、二十四節気では小雪とい

いますけどが、冬の気配が進み、雪がちらつく季節

だというのが今の小雪という季節らしいですけどが、

地球の温暖化の影響といいますか、きょうの朝の天

気予報でも、季節外れの暖かさになるというような

ことで、平年よりか10度から15度ぐらいの温度が高

くなるというようなことでございますので、そんな

ことで皆さん方も健康に気をつけていただきたいな

とそんなふうに思います。 

 それでは通告いたしました、市民の健康づくりと

疾病予防について質問をいたします。 

 質問しようとする背景や経緯。健康で長生きした

いと思うのは、市民にかかわらず誰もが願うことで

あります。急速な高齢化や生活習慣の変化により、

がんや心疾患、脳疾患、糖尿病等の割合が増加して

いますが、栄養、食生活、運動など生活習慣の改善

により予防することができると言われております。 

 各人が健康の大切さを認識し、みずから健康増進

に取り組むとともに、市において予防や健康管理に

関する施策を効果的に推進することにより、市民が

健やかで心豊かに生活できる活力ある地域社会が構

築されると考えます。 

 質問の目的。健康づくりや疾病予防などの事業に

より、市民の健康意識を高め、健康寿命の延伸を目

指した取り組みを推進するため。 

 質問事項ですが、たくさんありますが、健康づく

りと疾病予防についての各問の質問をさせていただ

きたいと思います。 

 最初に１番目の、市民の健康づくりへの関心度と、

健康づくり事業の内容と取り組み状況をお伺いいた

します。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。市長。登

壇してお願いします。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） 改めまして、おはようござい

ます。それでは、お答えを申し上げます。きのうよ

りも、より簡潔かつ明瞭に頑張って心がけたいと思

います。 
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 それでは、今の御質問ですけれども、市民の健康

づくりの関心度につきましては、平成30年度、今年

度の市民意識調査というものをさせていただきまし

た。その中で、年１回の健康診断の受診であります

とか、自分で食事や運動などをして健康管理をして

いるといった形で、何らかの健康管理をしていると

回答をされた方が約８割を占めておりまして、関心

度は高いものというふうに認識をしております。 

 また、健康づくり事業といたしましては、各種が

ん検診等健康診断、健康教育や健康相談、訪問指導

といったものを実施しておりまして、また保健推進

委員・食生活推進協議会の委員の皆様との協力体制

により地域における健康づくりの推進に努めている

ところでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 丁寧な御回答ありがとうござ

いました。 

 今、健康診断というか受けてる方が８割いるとい

うことですが、細かく見ていきますと、やはりそう

いうことで健康づくり、特に関心がないという人は

19％とか、あと健康だと感じる人の割合というので、

よい・まあまあで52％と。それから、みずから進ん

で健康づくりをする市民の割合というのが15.4％、

これ平成27年ですけどが。それから運動習慣のある

人の割合は21.4ということで、なので運動習慣とか

そういう皆さん方これ健康診断受けてますけどが、

実際そういう健康づくりに対するかかわりというん

ですか、そういう意識のほうが何か低いんではない

かなと思いますので、その点でＰＲというんですか、

事業やなんかも進めて、そういう点の事業を進めて

いっていただきたいなとそんなふうに思います。 

 それからあと、事業の内容のほうですけどが、今

御説明ありましたけどが、食生活のための推進委員

の育成とか、健康教室もたくさんやってますけどが

そういうこととか、地域のいろんな活動があるのは

そういう活動に参加することも健康の一つですので、

そういうこともやっていただくとか、また、企業と

連携した健康づくりと、そういうことも取り組んで

いただきたいなと、そんなふうに感じますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 次に２番目の、保健推進委員の活動内容と主な取

り組み状況についてお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。健康福祉

部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 現在、保健推進委員

は70人おりまして、市民の健康意識の高揚と健康づ

くりの推進を目的としまして、健康づくり推進の普

及啓発活動、それから健康まつりや健康づくり事業

への参画・協力をいただいているところでありまし

て、大変感謝をしているところであります。 

 地域での具体的な活動としましては、年間に市民

健康教室を10回、食生活普及教室を10回、運動普及

教室を37回、心の健康づくり教室を17回実施するな

ど、積極的に活動をしていただいているところでご

ざいます。以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 保健推進委員の活動というの

はよくやっていただいてるなということで感じてお

ります。 

 しかしながら、この保健推進委員が70人というの

の人数がどれだけというのはよくわかんないですけ

どが、今説明がございましたように全体活動とか地

区活動、すごいたくさん各地域でやられております。

今、回数言いましたですけど、人数的にもたくさん

の方が参加しているような状況になっておりますけ

どが、推進委員さんの活動の負担というのが大きい

んではないかなというのと、またもう一つは地域で

の推進委員さんの活動が、認知度が低いんではない

かなと、その点すごく感じるわけですけどが、そう

いうことで、また推進委員さんを選任するような時

期にもなってくるんですけどが、なり手の人もなか

なかないというような形で、そういう点で、ある程

度保健推進委員さんの活動内容についても、もうち

ょっと見直していただいて、もう少し効果的という

か、内容も充実するとか、それとか先ほど言いまし

たようにもっとこういう活動してるということをみ

んなに知っていただけるような周知をやっていただ

くのが必要ではないかなと、そんなふうに思います

けど、どうでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 



８４ 

○健康福祉部長（山本 渉） 保健推進委員さんに

は大変いろんな活動をしていただいて感謝している

ところでございますけども、確かに活発に活動して

いただいてる地域では、大変忙しく活動していただ

いてるところもあろうかと思います。 

 推進委員さんの意見もお聞きしながら、活動の見

直しについては考えていきたいなというふうに思っ

ております。 

 周知の部分につきましても、なるべく機会を捉え

て保健推進委員さんの活動内容の紹介とか、そうい

ったものも今後考えていきたいなと思います。以上

です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） よろしくお願いいたします。

特にこの保健推進委員さんの方は地域の活動のとき

に何かと、ほとんど、それぞれの活動に対して引っ

張り出されるような状況で、その割には地域の人も

推進委員さんよく知らないというような、そんな状

況ですので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは３番目に行きます。 

 高齢者の生きがい対策事業の内容と取り組み成果

についてお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 高齢者の生きがい対

策事業としましては、まず一つには、老人クラブの

団体活動の支援をしておりまして、その活動内容と

しましては、運動や健康学習などの健康づくり活動

や、奉仕や見守りなどの社会参加活動を実施してお

ります。また、社会福祉協議会への委託によりまし

て、御承知のふれあいいきいきサロンとか健康体操

を各地区で多くの高齢者の参加をいただいておりま

す。さらには一般介護予防としまして、はつらつセ

ンターでの健康づくり教室や、老人福祉センターで

のリフレッシュヨガ教室などを実施しており、生き

がい対策にもつながっているものと考えております。 

 取り組みの成果としましては、みずからの健康づ

くりに寄与するきっかけになっている、あるいは社

会参加活動につながっているものと考えております。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） ただいま成果のほうの御報告

ありましたですけどが、やはり高齢者につきまして

は、なかなか老人クラブやなんかの活動についても、

主にそういうところで高齢者の生きがい活動なんか

やっておるわけですけどが、やはり高齢者に対する

役割として、高齢者がこれまでの経験とか知識を生

かした地域活動、文化活動の場となるような講座の

提供とか、各地域における学習活動への支援とかい

う形の中で、もう少し整理してそういうことをやれ

れば、やはりそういう高齢者が参加するような形に

なるんではないかなと、そんなふうに思います。 

 また、高齢者の活動としては、ボランティア活動

や地域活動への参加ということで、高齢者がみずか

ら生きがいを実感でき、生活の向上につながるよう

な、そんなような仕組みというんですか、そういう

ものを考えた中で高齢者の生きがい対策というもの

を考えていっていただきたいなと、そんなふうに思

うわけですが、あと今、成果・効果のほうは説明が

ありましたですけど、そんな形で成果のほうもう少

しふえていっていただきたいなと、そんなふうに感

じます。 

 次に４番です。食育推進事業の実施内容と成果を

お伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 食育推進計画におき

ましては、「食を知る」、「食をつくり、楽しむ」、

「食の安全、安心」を取り組みの３本柱としまして、

各関係団体や関係課の協力により食育の推進に取り

組んでおります。 

 実施内容としましては、健康づくり食生活推進協

議会において、小学生を対象とした親子料理教室や

男性の料理教室等を実施しております。学校におき

ましては、給食で地元の食材を使ったり、食育指導

も行っております。 

 平成29年度の実績におきましては、子供一人で朝

食を食べる、いわゆる孤食の割合が、幼稚園・保育

園の年長児は０％となるなど、食育計画の目標達成

している項目もありますけれども、まだ目標達成で

きない項目もありますことから、今後も各種団体等

と協力しながら継続して事業を展開してまいりたい
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と思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 食育の推進というのは、健康

寿命の延伸になるというようなことでございますが、

食育に関心のある人の割合というと、67.5％という

ことで、これ平成26年ですけどが、今、保健事業の

ほうですか、健康こさい21ですか、目標が90％とい

うような形になっておりまして、余りにもこの目標

に対して、やはり食育の推進というのが低いんでは

ないかなと、また関心のある人の割合も低いんでは

ないかということで、そういう取り組みが必要と考

えますけどが、今何かいろいろやってるようですけ

どが、もう少し何とかいろんな、先ほどありました

ですが、学校の関係とか、また高齢者もそうだし、

あといろんな方のもっと働きかけをしていただいて、

そういう形で食育の推進というものを図っていく必

要があるんではないかと。また、いろんな関係団体

として、商工会とか農業関係団体とかといろいろな

そういうところから協力をもっといただく中で、食

育の関心を高めると同時に、そういうような方々と

連携をしていただいて、もっと食育の関心とそうい

うもの、普及を着実に進めていただきたいなとそん

なふうに思うんですが、どんなもんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 各種関係団体とか機

関との連携という部分で申し上げますと、食育推進

連絡会というものを年に２回ほど開催しておりまし

て、その中には先ほど言われました農林事務所、農

業振興協議会とかそういった農業団体、ＪＡとぴあ

とか、商工会、そういった方々も参画していただい

て、連絡会を行っております。 

 そういった中で、これまでは個別にそれぞれ活動

していた部分が強かったですけれども、団体同士連

携してやっていける活動はないかというようなこと

を意見交換等も進めておりますので、今後そういっ

た連携をさらに強めながら、活動の推進を図ってい

きたい、そのように考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 今のままだととても目標達成

するような状況ではないなと思いますので、もう一

度検討して取り組んでいただきたいなとそんなふう

に思います。 

 次に５番。生活習慣病など予防検診の受診状況と

受診結果への取り組みを伺います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 平成29年度のがん検

診の受診率ですが、こちらは大腸がんが26.1％、胃

がんは16.3％、子宮がんは35.6％、乳がんが36.1％、

肺がんは33.7％、前立腺がんは26.9％となっており

まして、前年度と比較いたしますと、大腸がんは増

加しておりますが、そのほかの検診は若干減少して

いるという状況でございます。 

 受診結果への取り組みとしましては、医療機関か

ら「要精密検査」あるいは「要治療」となった方の

情報提供をいただきまして、市のほうで電話により

受診の確認、それから受診の勧奨を行うという形で

検診後のフォローをしているところでございます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） ただいま受診率というか、受

診状況を伺ったですけどが、このいろんな保健事業

の概要とかということにもありますし、ほかにも資

料ありますけどが、今年度はやはり受診率がこれだ

けでした、これだけでしたということで、ただいま

もありましたですけどが、それで健康こさい21には

目標がありますね、受診の目標というの。なので、

ただ毎年毎年これだけこれだけ、これでは目標に対

してどれだけそういう成果が上がってるかというよ

うなことも、やはりこういう保健事業の概要やなん

かにも、ただやっただけのパーセントが出てて、そ

れではそのパーセントがどういうような形になって

るのかと。例えばある程度目標に対してこれだけな

ってるよとか、そういうのをやはり一緒に列記して、

今目標こうけどが現状こんな受診率だなというよう

なことで、こういう公表していただければ、もっと

皆さん、みんなの中で受診しなくてはいけないんじ

ゃないかなと、そういうような意識が出るもんです

から、ただ毎年毎年、これだけやった、これだけや

ったっていうことでは、何も、ただやったことだけ

であって、これがどれだけそういうことで成果とい
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うか、そういうことが進んでるかというのは、どれ

だけ目標に対してどれだけ成果が上がってるかとい

うのがやはりわからないし、またそれぞれの方もや

はりまだこれだけ目標に達成してないから努力しな

くてはいけないなとかわかると思うんですけどが、

そういうことで何かこういう受診率や何かというの

も、やはりある程度比較できるような、見える化み

たいな形にしてやっていただきたいなと思うんです

けどね。そういうことで、ちょっとそこら辺を検討

していただきたいなと思うんですけど、どんなもん

でしょうかね。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） がん検診等につきま

しては、広報等で御案内を毎年しておりますので、

そういった中で今御指摘のありましたような湖西の

現状目標値に対してどういう状況なのかとか、ある

いは前年度に対して、年度の推移ですね、そういっ

たもの含めて広報していけるような形でちょっと検

討をしてまいりたいと思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 私も毎年こういう保健事業の

概要ということで受診率や何かのが、生活習慣病対

策事業ということで受診率が載ったのが出てきます

けどが、この受診率が出てるけどが、それではどん

な目標に対してどういうふうになってるのかという

のも、今度はこの健康こさい21の中の健康管理の目

標値の指標一覧というのを見て、どの程度かなって

こうやって比較するような形で見ておって、この点

がちょっとまだ目標に達していないとか、そういう

ことで見ておるんですけどが、そういうこともやは

り見える化して、市民にわかるような形で何とかや

っていただきたいなと、そんなふうに感じておりま

すので、ちょっと改善していただければと思います

ので、よろしくお願いします。 

 それでは次に行きます。 

 ６番。健康マイレージの活用状況と取り組みにつ

いて伺います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えをいたします。 

 平成29年度の実績をまず申し上げますと、健康マ

イレージの応募の延べ数が2,359人、実人数、実参

加人数ですね、こちらが825人でございました。そ

の中のアンケートにおきましては、健康マイレージ

を活用し、健康づくりのきっかけになったという方

が92％となっておりまして、市民の健康づくりに役

立っているものと考えております。 

 平成30年度におきましては、健康づくりが自分の

生活習慣として身につくようにということで、健康

づくりの目標を立て、実践をしていけるような内容

に見直しをしたところであります。広報や健康教室

等でＰＲをしたり、市の関係課、企業やスポーツ関

係団体等の協力をいただき、より多くの市民の方に

参加いただけるよう努めているところでございます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） ありがとうございました。健

康マイレージは、健康づくりや介護予防の動機づけ

など、健康生活を定着するために実施するというこ

とになっておりますけどが、これ今、目標では

3,300人になっていて、とても平成29年の2,300では

とても目標には及ばないですけどが、それでこの実

施した中で、またこの継続してずっとやってられる

方はどのぐらいの人数というか率になるのか。 

○議長（二橋益良） 暫時休憩といたします。 

午前10時29分 休憩 

───────────────── 

午前10時30分 再開 

○議長（二橋益良） 休憩を解いて、会議を再開い

たします。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 済みません、具体的

な数字はちょっと持っておりませんけども、いろい

ろ状況を見たり聞いたりしております中では、現在

継続している方は、もう何年も継続されている方で、

初年度は参加者多かったですけども、やめてしまわ

れた方もみえるかと思いますけども、今継続してい

ただいてる方はほとんどが継続的にやっていただい

てる方であると思っております。以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） このマイレージはやはり毎年
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こういうふうにずっとやってもらわなきゃ、ただこ

ういうのあるで１回参加するだけでやらない、やは

り健康への取り組みなもんですから、毎年毎年こう

いうふうに参加するような形で、リピーターという

か、そういうふうにしてもらわないと何も意味がな

いもんですから、そういうことで継続してもらうよ

うな形の取り組みをしてもらいたいなと、そんなふ

うに思います。 

 健康マイレージのほうは県の指導というか、そう

いうのでやっておるわけですけどが、先ほどもあり

ましたように、やはり年々応募者が減ってるような

状況ですので、ちょっと見直していただきたいとい

うのが思うんですけどが、ほかのところの例をとる

と、とってはいけないもんですから、ちょっとやっ

てることにつきまして、やはり応募のほうがしにく

いということで、応募にネットを利用して、携帯、

スマホ、パソコンで、そういう方法で応募するよう

な形とか、はがきタイプで応募をするような形とい

うことで、そんなふうにちょっと応募しやすいよう

な形を考えたらどうかと。 

 こういうのもほかでも考えてやってるようなとこ

ろもありますけどが、そういうふうなやり方もあり

ますし、あとカードを提示してサービスを受けるで

なく、ためたポイントを民間のサービス券や公共施

設の利用券と交換したり、また幼稚園や学校などに

寄附できたりするように、ポイント寄附してやるよ

うな形でやれば、やってる方がそういう目的という

んですか、今だとただ割引、商店で割引、ポイント

やって割引だけなもんですから、それかそういう形

の中でもうちょっと幅広くカードを利用して、そう

いうポイントをつけて、そういうものを寄附すると

いう形で、ほかのところではそのポイントで幼稚園

にポイントを寄附して、そのポイントで遊具を、幼

稚園の遊具を買ったという形で、そうするとこうい

う健康マイレージやってる方も、そういう目的があ

れば、どんどんそういうポイントでいろんなことや

るような、参加するような形になるもんですから、

そういうようなことでもう少し活用のほうを考えて

いただいて、先ほどの参加者、応募者ですね、多く

なるような形で取り組んでいただきたいと。 

 そうでないと、今のままだとじり貧でどんどん減

っていくんではないかなという形の中で、もう少し

応募しやすいようにということと、そういうポイン

トをもうちょっと考えていただいて、もっと活用で

きるような形でやれば、そういう応募する人も、そ

ういうことなら応募してやるよという形になると思

いますので、そういう考えをもっていただきたいな

と思うんですけどが、ほかでもやっておるもんで、

ちょっと研究していただきたいと思うんですけどが、

その点どんなぐあいでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市長、答弁お願いします。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 済みません、今の健康マイレージだけでお答えだ

と、済みません、なかなかそれだけではというよう

なものは広がりが少ないので、ちょっと発想が飛躍

してしまうかもしれませんけれども、今例えばマイ

ナンバーカードの普及も一生懸命、なかなか全国的

にうまくいってなくて、どうしたらいいか。例えば

ネットマイルみたいな、マイレージとひもつけると

か、そんなアイデア等々もやっているし、今の例え

ば経済対策の中で、来年の消費税率引き上げに伴っ

て、マイナンバーカードを持っていれば自治体ポイ

ントを付与しますみたいな、真剣に検討されていま

す。 

 そういったものを生かして、例えば健康マイレー

ジとマイナンバーとをひもつけて、自治体ポイント、

今はめいぶつチョイスみたいな形でやらせていただ

いてますけれども、そういったものとひもつけて自

治体ポイントを加算をして、例えばですけれども、

それが介護保険のポイントになるとか、商工会の例

えばひまわりカードとひもつけるとか、そういった

汎用性を広げることであれば、じゃあこれをやって

みようとか、健康マイレージもそうですし、さらに

進んでマイナンバーカードを取得しようとか、そう

いったお得感がないと、何でもそうですけれども、

そういったインセンティブがないと広まらないとい

うのは、どこの自治体なり、何でもそうですけれど

も、事実としてあると思いますので、そういったも

のは健康マイレージに限らずですし、なかなか今、

そういったものをやるには、どうやってひもつける
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のかとか、例えばキャッシュレスもそうですけれど

も、そのための読み取りの機械を購入したりだとか、

そういった設備投資もかかるので、なかなかすぐに

というわけにはいかないかもしれませんけれども、

利便性を向上させるということと、この健康マイレ

ージなんかだったら非常に健康づくりといいますか、

当然健康寿命の延伸にもつながろうかと思いますの

で、そこは幅広い観点から研究をしていって、さま

ざまなこういった健康マイレージ等々でポイントを

ためた場合には、介護保険だとか、そういった幼稚

園や学校のところにも使えるとか、そういったもの

が広がっていけば、さまざまな形で利便性も向上す

るし、そのためにインセンティブがわくのかなとい

う感じはしていますので、なかなか互換性も含めて、

簡単ではないと思いますけれども、そういった研究

はしていきたいと思っております。以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） ありがとうございました。そ

のような形で検討をお願いしたいなとそう思います。 

 それでは、次に７番行ってよろしいですか。 

○議長（二橋益良） ７番の質問ですね。どうぞ。 

○４番（高柳達弥） 市民が自分の心の健康状態を

チェックできる「こころの体温計」の活用ＰＲと利

用状況についてお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） こころの体温計につ

きましては、各種の健康教室や健康まつり、保健事

業の街頭キャンペーン等での呼びかけ、広報・ウエ

ブサイトへの掲載等で活用のＰＲを行っております。 

 平成29年度の市民の利用件数は、１万294件とな

っておりまして、前年度の7,592件より大きく増加

をしております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） ありがとうございました。 

 このアクセスとかそういうのはいろいろなところ

で紹介されておりますけどが、この体温計のチェッ

クですけどが、心の健康状態をチェックして、状態

に応じた対策の情報を提供したということで、この

判定結果などを統計学的データとして使用するとい

うようなこともうたわれておりますけどが、そうい

う点について、まだ始めて何年もないですけどが、

そこら辺はどんなふうに考えてるでしょうか。状況

というですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） このアクセスした後

の結果ですね、それにつきましては本人の落ち込み

度によって鬱傾向があるとか、ケアの対象である、

あるいは健康問題で悩んでいる、そういった数字が

把握できるようになっておりまして、それぞれ数％、

利用者のうちの数％がそういう状況に該当しており

ます。 

 率としては毎年それほど大きな開きはない、数％

で推移しているという状況でありまして、そういっ

た経過も見ながら、市としましては街頭キャンペー

ンですとか、高校生を対象とした講座、それからゲ

ートキーパーの養成講座等を実施しておりますが、

今後ともそういったデータを生かしながら事業を進

めていきたいと思っております。以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） わかりました。そういうこと

で、ただ何件アクセスがあったじゃなくて、こうい

うとこへ電話するのは、心のいろいろ悩みがあって

電話して、どんな状態だかということで見たいもん

でやるもんですから、そういう傾向というんですか、

こういう傾向があるよとかというのがわかれば、そ

ういうことを生かした、施策に生かしていくという

形にしていっていただきたいと思いまして、そうい

うことをちょっと質問したですけどが、そういう形

で少しそういうような分析をしていただく中で、そ

ういうふうに対策というか、対応のほうを図ってい

っていただきたいなと、そんなふうに感じましたも

ので質問をいたしました。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、１番から７番まで一応健康づくりと疾

病対策というような形の中で、７番まで一応質問さ

せていただいたわけですけどが、この健康づくりや

疾病予防の効果というものは、健康寿命の延伸とな

ります。そういうことで、またそれは医療費とか介

護費の削減につながるということで、そういう結果

につながりますので、健康づくりは地域の活性化、
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そして住みやすい、住み続けたいまちづくりになる

というような形につながっていきますので、ただい

ま１番から７番までやりましたですけどが、こうい

うことについて、健康づくり、疾病予防対策につい

て、しっかり取り組んでいただきたいなと、そんな

ふうに思います。 

 そういうことで最後の８番、お願いしたいなと思

います。 

 ８番。市民の健康づくり推進のためには、全庁的

に連携する体制が必要と考えますが、そういうこと

についてお伺いをいたします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えをいたします。 

 庁内での連携といたしましては、国民健康保険事

業における特定健診や長寿介護課の高齢者を対象と

した健康教室、また、幼稚園・保育園・小学校にお

ける歯科保健指導などにおきまして、健康増進部門

とそれぞれの部署が協力・連携をしております。 

 また、健康づくり推進協議会には教育委員会、食

育推進連絡会には長寿介護課・廃棄物対策課・観光

交流課・産業振興課・教育委員会も参画いただいて、

情報共有や意見交換を行っているところでございま

す。 

 今後も関係各課と連携を密にしながら、健康づく

りの推進に努めていきたいと考えております。以上

でございます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） ありがとうございました。た

だいま報告がありましたように、それぞれの課がか

かわりになります。そういうことで、それぞれ例え

ば食育だったら食育の関係の方が集まる。またいろ

んな形の中で集まりますけどが、そういうことで、

その中で部の中でも健康福祉部と、あと食育だった

ら市民経済とか学校の教育関係もあるし、あと病院

の関係も出てくるということで、それぞれでそれぞ

れやりますけどが、これ、それぞればらばらという

か、それをある程度まとめて、例えば健康のための

取り組みの取りまとめというんですか、そんなある

ところでまとめないと、それぞればらばらになっち

ゃうんではないかなと。そういうことで健康づくり

のためのある程度のまとめる部署というんですか、

そんなのをある程度つくっていく必要があるんでは

ないかなと思うんですけど、そういうふうに疾病対

策もいろんな関係があるし、健康づくりでもいろい

ろあるし、そこら辺が何かそれぞればらばらで、そ

れぞれこういうことについてはあっちの課、こっち

の課でやってますけど、最終的に何かそういうふう

な形の取りまとめというか、まとめもあるし、そう

いう健康に対しての企画部門とかというのも、企画

調整とかそういうような部門も必要になってくるん

ではないかなと思うんですけどもね。そういうの、

今までずっと見てきますと、やはり健康福祉部の中

にある程度そういうような部門が必要になってくる

んではないかなと思うんですが、どんなもんでしょ

うかね。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 健康福祉部門、もちろん健康福祉部門中心でしょ

うし、その中でも例えば健康増進でも今中心的な役

割は担っていただいてますので、そこを中心として、

今健康福祉部長からありましたとおり、教育委員会

だとかさまざまな所管の部門はかかわってきますの

で、そこは取りまとめはしっかりとした、企画調整

といいますか、司令塔的な役割は健康増進課で果た

していただいて、もちろんそれぞれの所管の部門と

しての役割、学校担当ですとか保険年金とか、担当

はありますので、そことの連携は密にしていただい

て、やっていくんだと。もしも、例えば組織体制と

して、健康増進の中でこういった課といいますか、

係といいますか、そういったものがというのはまた

御提案というか、いいものがあれば教えていただき

たいと思いますし、そこは組織の体制の中で考えて

いきたいと思っております。 

 また、先ほどおっしゃったような健康マイレージ

みたいなものは、これは健康福祉部だけの問題では

ないので、企画部門といいますか、情報政策とか市

民課とかさまざまな、ほぼ全庁的な、かかわってく

るようなものがありますので、そこは別途、企画部

局のほうでとは思ってますけれども、健康づくりの

ものに関しては健康福祉部を中心に、しっかりと体
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制づくりは引き続き行っていきたいと思っておりま

す。以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） よろしくお願いいたします。 

 何かいろんな、何々ことで推進委員会とか何々委

員会とかやっても、みんな集まってきますけどが、

結果、何か中心になってる人が一生懸命やってるよ

うな、あとはきっと参加するだけだというような形

の中で、なかなかこういう連携というのがうまくと

れてないような部分も見えますので、何かやはりそ

ういう取りまとめ、しっかりしたところがあって、

全体的に調整をしてというような、そういうことを

していただくような形をとっていただきたいなと思

いますので、よろしくお願いします。では、以上で

質問終わりますので、ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、４番 高柳達弥君の

一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 続きまして３番 土屋和幸君

の発言を許します。３番 土屋和幸君。 

  〔３番 土屋和幸登壇〕 

○３番（土屋和幸） ３番 土屋和幸です。よろし

くお願いをいたします。私は質問は１点だけですの

で、簡潔にお願いしたいと思います。 

 自治会への依頼業務の見直しについてお伺いをい

たします。 

 ６月議会において、自治会の負担軽減について一

般質問をし、その折にお約束しました依頼業務の見

直しとその結果をお聞かせいただきたいと思います。 

 今回の自治会への交付金減額を機会に思い切った、

思い切ったというところをお願いいたしますんで、

思い切った政策を期待いたします。 

 質問の目的でございますが、業務が多忙で役員の

担い手がなかなか見つからないという声を複数の自

治会から実際に聞いているため、行政からの依頼業

務を軽減してもらいたいという思いから質問をさせ

ていただきます。 

 質問事項ですが、１番目に市が自治会に依頼して

いる業務はどのくらいあるか。また、６月定例会に

同じ質問をいたしましたが、外郭団体の件数がわか

らないという答えでありましたが、外郭団体という

と教育委員会とか社会福祉協議会を指しているのか

なとは思うんですけども、そういった不十分と感じ

たため再度確認をさせていただきます。よろしくお

願いします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。企画部長。

登壇してお願いします。 

  〔企画部長 佐原秀直登壇〕 

○企画部長（佐原秀直） お答えいたします。 

 ６月から７月にかけまして、市長部局、教育委員

会、社会福祉協議会、そのほかの外郭団体などを含

め調査をさせていただきましたが、年間で、全自治

会長への依頼事項が27件、自治会連合会の地区長や

理事、それから地域を限定した依頼などの一部の自

治会長への依頼が51件、合わせて78件の依頼を行っ

ているという状況でございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） ありがとうございます。年間

で78件の業務をお願いしているという話ですが、私

が聞きたかったのは、それだけではなくて、例えば

民生委員とか共同募金とか、いろんな役員の推薦と

か、いろんなことがあると思うんですけども、例え

ばいろんな役員を推薦してくださいねという依頼が

市のほうから来ますけども、その推薦するというの

は、簡単なことではないんですよね。地域の役員の

人だって、みんなを知ってるわけではない。町内会

長さんだってみんなを知ってるわけではない。そう

いう中で、自治会にお願いするよりも、今後は市の

ほうで個別に当たるということが本来かなと思うん

ですけども、ただ湖西も広いですから、そんなこと

はできないよということであるならば、その辺の方

策とかそういったものをちょっと自治会の人たちと

よく話し合った中で、実はこういうふうにしてほし

いんだけどというふうなお願い、そのお願いする姿

勢の問題もあると思うんですね。ただペーパー１枚

こうしてこの地区からこの役員を３名出してね、こ

こから１人出してねって、言ったほうはそれで済む

かもしれないけども、言われた方はそこから人を探

さなきゃいけない。あそこでは断られた。あそこの

人はどっちかよくわからないとか、そういうふうな
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その時間というのは非常に大きくて、市のほうはた

だペーパーで何年で、いつ現在の人が切れますので、

来年からお願いしますって、自治会の皆さんで探し

てくださいというのは簡単だけど、言われたほうは、

それは大変な苦労をしてるんですね。 

 それで今部長がおっしゃった78件の件数というの

は、例えばいろんな行事があったときの案内で、当

日出席すればいいだろうという感じのものだと思う

んですけども、その辺も含めてちょっとお願いをし

たいと思います。これはこの件数は行事だけの件数

なのか、それといわゆる依頼する方法について、も

う少し丁寧にできないかとか、そういったところで

す。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） お答えいたします。 

 今申し上げました78件の件数の内訳ということだ

ろうかと思いますけれども、やはり一番多いのが、

会議や説明会、それからイベントや行事などへの出

席の依頼、これが59件になります。それから今議員

おっしゃられましたように委員の推薦の依頼、これ

が６件でございます。それから、市からの委託事項

なんかが４件、それから例えば赤い羽根とか集金、

それから物品の受け取りが３件、あとそのほかとし

て７件ございまして、78件という数字になっており

ます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） 委託業務とかお願いする業務

についてはわかりました。 

 それで２番目です。自治会に依頼している業務軽

減に向けて、各課、団体とどのような調整をしたか、

お伺いします。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） お答えいたします。 

 今回の調査の折に、依頼事項の削減が可能かどう

かを各課から外郭団体を含めまして聞き取りいたし

まして、削減の可能性があるものにつきましてピッ

クアップさせていただきました。その依頼事項につ

きまして、平成29年度それから平成30年度、昨年度

と今年度の自治会長さんに対しまして、その削減に

ついての意向の調査をアンケートで実施させていた

だきました。その意向の調査の結果を自治会連合会

の理事会で説明させていただきまして、自治会連合

会としての御意見を伺いました。また、自治会長へ

の意向調査の結果及び自治会連合会での御意見を、

今度はまた逆に担当課や社会福祉協議会などにフィ

ードバックいたしまして、それらを踏まえまして削

減が可能かどうかを関係部署で検討させていただき

ました。 

 なお、教育委員会からの依頼事項につきましては、

あわせまして校長会、園長会にて報告させていただ

きまして、それぞれにおいて削減が可能かどうかを

検討いたしました。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） 検討していただいて大変結構

だと思うんですけども、もし具体的にこれはいいよ

とかそういうものがわかれば教えていただきたいと

思います。 

 それと、例えば来年31年度になると思うんですけ

ども、ことしは50件あったけど35件に減らしますよ

とか、それとか共同募金とかそういった作業も、も

し減らせる対象になるのかどうかをお聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） 今の御質問は４番の御質

問とは違う……。 

○３番（土屋和幸） あ、そっか、ごめんね。ごめ

んなさい。 

○議長（二橋益良） よろしいですか。 

○３番（土屋和幸） 済みません。３番の負担とな

っている自治会からの聞き取りは行いましたかとい

うことについては、今行ったという、そういう話で

すね。ですので、この３番についての成果をお願い

いたします。 

○議長（二橋益良） ちょっと確認をいたします。

今、何番目の質問ですかね。 

○３番（土屋和幸） 今、３番のほうは、聞き取り

は行ったということなもんですから、聞き取りは確

かに行ったということ。その結果、成果について、

４番目のほうに移らせていただきます。４番目お願

いします。 
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○議長（二橋益良） ４番目ですね。 

 それでは答弁お願いします。企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） お答えします。 

 まず、今のお答えの前に、先ほど内容について、

その他が７件というお答えさせていただきました。

６件の誤りでございましたので、済みません、訂正

をお願いします。 

 それでは、この質問の４番ということでお答えを

させていただきたいと思います。 

 例えば運動会、それから卒業式、そういったもの

への出席依頼などで、15件の削減を実施いたしまし

た。また、今回の削減につきましては、先ほども言

いましたとおり、自治会連合会の理事会を通じまし

て、各自治会長へ報告をさせていただいております。 

 今後も引き続き自治会への負担軽減というものは、

これで十分かと言われれば全然十分だとは思ってお

りませんので、さらに負担軽減に努めてまいりたい

ということで考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） 今、１番から４番までお答え

いただいたわけですけども、要は私が言いたいのは、

要は質問の目的でもありますが、こんなに多忙な自

治会の業務を次の人に引き継ぐときに、お願いに行

くときに、多忙なのがわかっているから受け手がな

いと。これは皆さんもいろんな方とお話をされてる

ので十分おわかりだと思うんですね。そういうこと

の中で、いわゆる聞き取りをするときに、何が一番

負担なんですかということだと思うんですね。この

行事に参加してねというのが負担かもしれないし、

それぞれの人が思いが違うと思うんですけども、そ

うした中でいわゆる負担のどこが重いのかを、部長

さんおわかりかどうかわからんけども、そういう例

えばちょっとした話だと、市の広報配達員をお願い

してほしい。市の広報配達員だって、南上の原を例

に出して言えば、この広報配達員もなかなかなり手

がない。町内会長さん、ことしの町内会長さん、続

けてやってくださいよとお願いをしてやってるのが

現実です。そういうふうに例えば民生委員さんだっ

てそうですけども、あそこの民生委員が決まらんと

いうことで市役所のほうから言われるだけどって、

その言われるだけどはいいけども、電話一本で言わ

れるとか、そういうことが私はお願い、これから自

治会活動が、これは私以前からそう思ってて、担当

の人とも話しして、もう何年も前ですよ、こんなこ

とやってると、自治会のなんて解散というか、うま

く運営していけない自治会が必ず出る。これもそう

ですけども、これからの時代に即していうと、これ

から５年先、10年先なんていうのは、今自治会の役

員のなり手というのは大体60代の、65から七十一、

二ぐらいの人が多いと思うんですけども、そういっ

た人たちがいわゆる雇用の関係で会社勤めが可能に

なってきたり、勤めなければならなくなったりする

といったときに、それではその全て終わってから、

70過ぎてからどうですかといったときに、やめた人

はやれやれと思うのが普通なんですよね。そういっ

た中では、一週間に一回行けばいいよというような

自治会運営ができるかできないか。これは私だけの

考えですけど、今の自治会の人たちとの相談が、当

局としては当然いるわけですけども、そういった負

担の関係も含めて、先輩の一般質問している中でも、

これは自治会でお願いすればいいとか、そういう自

治会の話が必ず出てくる。そのお願いすればいいや

といっても、お願いされたほうの身になれば、そん

な簡単なものではないので、その辺、いわゆる今度

交付金を減らしたんだから、減らした以上は仕事も

減らして負担も減らすというのが世の中の道理だと

思うんですね。交付金の減額をするのは別にそれは

財政的な問題があるので、これは言いませんけども、

そうしたら仕事の面も、負担について、今言う15件

減らしていただいたのは、私はいいと思うんですけ

ども、もう少し詰めた負担の仕方というのがあるん

ではないかと思うんですけど、その辺ちょっと市長

にお聞きしますかね。 

○議長（二橋益良） 市長、どうぞ。 

○市長（影山剛士） 来ると思ってましたので、お

答えを申し上げます。 

 本当にそこは土屋議員おっしゃるとおりの、自治

会長さんとか、ほかの方々もそうですけれども、お

話をするたびに、この前の年明けの市長と語る会で

も御意見として承りましたし、さまざまな例えば地
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域の行事に行くときにも、そういった同じような御

意見を地元の方から複数お伺いをしております。 

 そこは制度として今回の交付金制度もそうですけ

れども、やはりふだんからそこは、我々としても行

政だけでできれば一番いいんですけれども、この前

の地域防災訓練もそうですし、さまざま地域の方に

お願いをせざるを得ない、したいというものは、必

ずあるわけですから、そこは御協力をお願いしなが

ら、ただし、おっしゃるとおり、負担が大きくてな

かなか次の方に頼めないだとか、人をどうしても出

すのに苦労しているというお話も、そこはどうやっ

たらその負担が軽減できるのか、一緒に考えながら

やる必要があるとは思ってますし、今おっしゃった、

これから定年延長が、企業もそうですし、さまざま

な場面で起こっていこうかと思いますので、その辺

の年齢構成も含めて、当然一緒になって考えていき、

負担軽減には当然努めていきたいと考えております。 

 そこは具体的なまた御要望も含めて、御意見をさ

まざまな地域の方々からお聞かせいただければと思

っております。以上です。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） ありがとうございます。市長

さんも部長さんも、いわゆる自治会の運営がいかに

大変だというのはおわかりだと思うんですね。いわ

ゆるこういう交付金を減額した機会でないと、なか

なかきっかけがつかみにくいというのがあって、い

わゆる交付金減らしたら仕事も減らすよというのが、

世の中の常だもんね。交付金だけ減らして、やるこ

とはどんどんふやしていくという、それはちょっと

違うじゃないのというのと、今言ったように年齢的

な問題もあるし、そういった例えばそういう交付金

を減額すると、それは会員をふやしてくださいよと

いう話を担当のほうからされたことあるけども、そ

んな簡単なもんではないもんで、会員をふやす方法、

いわゆる見本を見せてもらって、自治会のほうへ出

向いてもらって、集合住宅行って、こういうふうに

会員ふやして、こうやってやればどうですか、皆さ

ん、入りますよというぐらいの見解をもってやって

くれるならいいけども、その辺がありますので、お

願いをいたします。 

 それと、社会福祉協議会なんかもお願い事がある

んだけども、いろいろあるのはわかるんだけど、本

当は、本当はですよ、これは私の願望ですけども、

窓口が一本で、ここからお願いされるのが一番いい。

その窓口と担当課が一緒になって来るという方法も

あり得るのかなという気は、これは私の気のせいで

すから、聞き流していただいてもいいんですけども、

よろしくお願いをいたします。 

 では最後になりますけども、こういう１から４ま

でまとめて、こういうことをやると私も自治会の皆

さんに報告しなければならない。そういう立場にあ

りますので、そういったときに、いわゆる減らした

のは15件という話をすることになるんですけど、ち

ょっといかにも少ないような気がするんだけど、ど

うですか、部長。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） 少ないと言われれば、少

ないかなとも思うんですけれども、御承知のように、

我々市の業務も多様化に伴いまして、議員おっしゃ

られるように自治会への依頼事項というのが年々増

加傾向にあるのは事実でございます。ですから、減

らす努力としてもまだまだ不十分であると認識して

おりますので、また加えまして、自治会における地

域課題の増大や多様化、それから市民の地域への参

加の機会の減少、それからまだ未加入世帯の増加と

か、おっしゃられましたように役員の高齢化や担い

手不足ということも認識はさせていただいておりま

す。ですから、今後とも自治会連合会や関係機関と

調整をいたしまして、もっと減らすことができると

ころから、もう少しでも減らしていきたいというこ

とで考えております。 

 また一方、この自治会の問題というのが、湖西市

だけの問題ではなくて、県内のどの市町も共通して

やはり抱えている問題でありまして、やはり県にお

いても自治会の持続可能なコミュニティー施策とい

うことでの県内の優良の自治体のそういった事例の

ピックアップというのも始めておりますので、その

辺も県と情報共有する中で、よい解決方法を見出し

ていきたいということで考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 
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○３番（土屋和幸） 部長さんも十分御承知だと思

いますので、これで私の質問は終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、３番 土屋和幸君の

一般質問を終わります。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。再開は

11時20分といたします。 

午前11時11分 休憩 

───────────────── 

午前11時21分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて、会議

を再開いたします。 

 次に11番 荻野利明君の発言を許します。11番 

荻野利明君。 

  〔11番 荻野利明登壇〕 

○11番（荻野利明） 11番 荻野利明。私は日本共

産党を代表いたしまして、一般質問を行います。 

 今回は一点だけになりました。台風24号による停

電についてということで質問をいたします。 

 質問しようとする背景や経緯。台風24号の襲来で、

市内に大きな被害をもたらしました。特に停電によ

るものが際立っていました。冷蔵庫のものがだめに

なったり、お風呂に入れないなど、市民生活に大き

な被害をもたらしました。特に、停電してからの情

報が市からなかったことです。いつまで待てば通電

するのか、わからなかったことです。台風にかかわ

らず、どんな災害でも正確な情報を市民は待ってい

るわけです。 

 質問の目的。災害時の停電に対する対策がなかっ

たのではないかと思う。災害時にこそ市民は正確な

情報を待っています。市民に安心を与えていただき

たいと思います。 

 質問事項、１点目。台風24号による行政関係の被

害状況は報告がありましたが、市民にはどんな被害

が出ていたのかを報告していただきたいと思います。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。登壇してお願い

します。 

  〔危機管理監 青島一郎登壇〕 

○危機管理監（青島一郎） 荻野議員にお答えをい

たします。 

 昨日も御質問がありましたので、重なる部分があ

ろうかと思いますが、お答えをさせていただきます。 

 停電被害につきましては、10月１日午前０時ごろ

が最大で、全契約数約３万7,000件のうち、７割に

当たる約２万6,000件が停電をし、10月４日木曜日

の最終復旧まで、最長約４日間停電が続いた地域も

ございました。市民の皆様の日常生活に大きな支障

がございました。 

 また、この停電によりまして、アパート・マンシ

ョンなどでは給水ポンプを使っている建物がござい

ますので、そちらのポンプが動かず断水し、やはり

日常生活に支障が出ました。件数については把握が

できておりません。 

 民家等の被害につきましては、その実数全てを市

で把握することはできませんけれども、11月30日現

在で155件の罹災証明願等が市に提出されておりま

す。 

 農業関係では、ビニールハウスや畜舎等の施設被

害が183件、キャベツやスプレー菊等の農作物被害

が46ヘクタールで、鶏については１万2,700羽の被

害が報告をされている状況でございます。以上でご

ざいます。 

○議長（二橋益良） 荻野利明君。 

○11番（荻野利明） 答弁ありがとうございました。 

 私が質問したのは、一般市民にどんな被害があっ

たのか。例えば屋根の瓦が飛んだとか、物置が倒れ

たりとか、いろいろあったわけですよね。そういう

のが全く調べられていない。そういうのを市がつか

まんで、市民に対してどんな支援をしていったらい

いのか、こういったこともわからないと思うんです

ね。 

 ではこれ、どんな、例えば大地震が来て、家が潰

れるような事態になったら調べるんですか、市民の

被害状況。どうなんですか。今回はそんなにばかひ

どいという被害ではなかったわけですけども、大き

な被害が出たら調べるんですか、調べないんですか。

被害状況。どうですか。 

○議長（二橋益良） 市長、答弁お願いします。 

○市長（影山剛士） では、僕のほうからお答えを

申し上げます。 
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 今回は、済みません、ちょっと倒壊件数のほうに

行く前に、台風の被害ということで、例えば、きの

うもちょっと答弁させていただきましたが、倒木が

あったりですとか、今荻野議員おっしゃった人的な

もの、市民の方々の直接な、身体的なというか、人

的被害は２件というふうに聞いておりますし、家屋

の瓦が飛んだとかというのは、たしか12件だったと

思いますけれども、そういった通報等々は受けてお

ります。ただなかなかそれを市が積極的に全てを悉

皆的に調査をして調べるというのはなかなか困難だ

ということは御理解をいただければと思いますし、

仮にそれは地震で倒壊をしたりだとか、全壊した、

半壊したというものも、これは市で当然調査を、震

災時にはすることになるかと思いますけれども、そ

こは引き続き、住民の皆さんや自主防からの御報告

等々には頼る部分が多いかと思いますので、そうい

ったところは市としてもちろん調査・把握に努めた

いとは思いますけれども、今回に関しても、例えば

きのうの御質疑にもあった青いビニールシートが今

かかってるところはもちろんそれは散見して、まだ

何軒もあろうかと思いますけれども、それを全て今

市が把握してるかというと、市の直接の支援とか補

償に関しては罹災証明とか、そういった手続になっ

てしまいますので、そういったところから把握をし

ていくという状況であることは御理解をいただけれ

ばというふうに思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 荻野利明君。 

○11番（荻野利明） やはり災害があったときに、

市民にどんな被害があったのか、そこをつかまなけ

ればどんな支援をしていっていいのか、市だってわ

からないと思うんですね。 

 例えば私のところへ電話が来たんですけども、い

わゆる災害ごみ、これ収集してくれるのかと電話来

たんですね。多分やらんよって言ってやったけども。

そしたら電話して、本人が。そしたら、持って来れ

ば処分をしますよと。しかし、中には年寄りだって

いるわけで、なかなか持ってこいといったって、そ

ういうきめ細かな支援というのは、なかなか今回も

そうですけど、できていなかったなというふうに思

うんですね。 

 そういった意味で、やはりどんなときでも被害状

況というのはつかむ必要というのはあると思うんで

すね。なかなかその体制がないというのもあろうか

と思いますけども、消防とか自治会、自治会にお願

いすると怒られそうですけども、そういったのもお

願いして、ぜひこれ、調べるような、今回はいいで

すけども、今後どんな災害が来るかわからないわけ

ですから、きちっと調べなきゃ、やはりそこからで

ないと始まらないと思うんですね、支援というのは。

どうですか、その辺。市長でもどなたでも。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 御指摘、ごもっともでございますので、今回も、

ただ市が何もしていなかったとかいうわけではなく

て、例えば、もちろん土木の担当者は本当に徹夜で

パトロールしたりですとか、倒木とか道路の被害

等々も含めて、本当に職員はすごく徹夜体制でやっ

ていただいたというふうに思っております。 

 ただ、なかなかそれは優先順位等、どこまでつか

みきれるかという問題でもありますので、公共施設

であったりだとか、そういったところをまずは中心

に、被害調査等々もさせていただく、また復旧もさ

せていただく。もちろん、個別の市民の皆様の御自

宅だとか、そういう被害状況もわかれば一番いいと

は思いますけれども、それだけを中心につかみきれ

るかというと、現実はそうではないということは、

現実としてあると思います。 

 また、災害のごみというか、廃棄物というか、そ

ういうものに関しましても、当然そこは今回どこま

でできたかというのは、済みません、それが不足で

あったと言えばそこは改善に努めたいと思いますけ

れども、それも市として、どこまで市として収集な

り回収ができるか。もちろん、大規模な災害だった

ら、それも当然広域的に、応援を頼みながらやると

いうこともあるでしょうし、今回の風台風、さらに

は停電状況の中で何ができるかということは、当然

今御指摘の部分も含めて改善点があれば、今回の停

電災害がもしもう一度あった場合ですとか、当然な

がら南海トラフのような震災時にはどういった対応

をするかということは、それぞれの区分といいます
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か、災害によって今の事前の段階で、平時から備え

をしていくべきだというのはごもっともだと思いま

すので、そこら辺は今回の部分も教訓にして行って

まいりたいと考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 今、市長のほうから答

弁していただきましたけれども、先ほどの、今回の

24号で調査をしなかったという、まず御指摘でした

けれども、今回につきましては、まず罹災証明の申

請で我々のほうはある程度、その証明の出た被害に

ついては把握はできております。最初の答弁で申し

上げなかったんですが、まず罹災証明というのは、

家屋の被害が起きた場合に罹災証明、家屋以外の例

えばカーポートだとか倉庫だとか小屋だとか、ビニ

ールハウスも含めますが、そういったものに被害が

起きた場合が被災届という形で、罹災と被災と分か

れておりますけども、そういった証明願が出ます。 

 今回は、結果的にですけれども、一部損壊という

被害でした。半壊まで行ってるところはございませ

ん。ですので、おっしゃるように瓦が飛んでビニー

ルシートをかけてあるとかというのは、一部損壊に

当たります。一部損壊の場合には、公的な支援は、

申しわけないですが、今の仕組みの中では出ないん

ですね。 

 先ほどお話のあった災害ごみのお話ですけれども、

地震のように地域全体が災害を受け被災したという

ことになればまた別ですが、今回は申しわけないん

ですが、被害に遭われた方には大変気の毒ではある

んですが、それぞれ被害のあるとこないとこがあっ

て、公共施設のほうもほぼほぼ通常のとおり動かせ

られたということもございますので、被災者の皆さ

んはそれぞれでと、通常の処分なりの仕方でお願い

をしてきたということになります。大地震のときに

は、やはりローラー的に全部調査をかけないといけ

ませんので、今回の台風のケースとは少し異なると

いうふうに御理解をいただきたいと思います。以上

です。 

○議長（二橋益良） 荻野利明君。 

○11番（荻野利明） 今危機管理監が言ったような

情報を流してもらえれば、わかるんですね、市民も。

それと市長さんが言われたように、これからしっか

りとその辺もやっていっていただきたいというふう

に思います。 

 では２点目行きます。 

 市民は停電がいつ復旧するのか、情報が欲しかっ

た。きのうもありましたけども、停電は仕方がない

と。しかし、いつになったら電気がつくのか。その

情報が欲しかったわけです。こうした情報が出せな

かったのはなぜか。もう一度お答えください。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 今回の停電の復旧情報

につきましては、中部電力においても今までにない

規模の停電ということで、設備の巡視、それから復

旧工事をする人手が不足しておりました。そのため

に復旧のめどが立たず、復旧情報を出せる状態では

ございませんでした。そのため、市に対しても情報

提供が行われず、市から市民の皆様へ情報を発信す

ることがなかなかできなかったということでござい

ます。 

 中部電力では、細かな単位で工事・確認作業を今

回実施、今回というか、その災害時に実施いたしま

して、その小さな区域ごとに通電を開始していたた

めに、地区を限定して復旧予測を立てるということ

が非常に困難であったと、また停電に関する情報を

発災当初から提供することができなかったというふ

うに伺っております。以上です。 

○議長（二橋益良） 荻野利明君。 

○11番（荻野利明） ２点目はわかりました。 

 では３点目。災害時の停電に対する対策はできて

いなかった。これが一番の原因だと思いますが、今

後の対策について伺います。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 台風24号によります広

範囲・長時間の停電は、議員おっしゃるように想定

の範囲を超えたケースであり、中部電力との情報共

有、市民の皆様への情報提供、そして停電時の市民

対応など、停電への対応に関しましては改善の余地

があると認識しております。 

 中部電力とは今後情報共有に関する協議を進めて

まいります。 
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 しかし、行政ができることにも限りがありますこ

とから、市民の皆様におかれましては、今回の経験

をぜひ教訓としていただきまして、家庭でできる備

えを、いま一度考えていただければというふうに思

います。今後、自主防災会を通じたり、広報紙など

さまざまな機会を捉えて、自助・備蓄の必要性を呼

びかけてまいりたいと考えております。以上でござ

います。 

○議長（二橋益良） 荻野利明君。 

○11番（荻野利明） ありがとうございます。青島

危機管理監から、想定外という言葉が出るとは思い

ませんでしたけども、原発の事故以来、想定外とい

うのは理由にならないんですね。使ってはならない

言葉なんですね、想定外というのは。この湖西市の

危機管理監ですから、想定外なんかつくるじゃなく

て、いかなる場、どんな災害に対しても想定外でな

くて、想定内にして、対策を立てる。当然、地震に

しても、津波にしても、台風にしても、これを防ぐ

ということはできませんけども、危機管理監が想定

外をなくして、しっかり対策をとっていただければ、

市民に対する被害というのは防げると思うんですね。

まあ全部は防げなくても、少しでも防いでいけると

いうふうに思いますので、ぜひその辺は危機管理監

として、市の、湖西市の危機管理監として、やって

いただきたい。その決意を聞かせてください。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 応援をいただきまして、

ありがとうございます。先ほど想定の範囲を超える

という発言をしましたけれども、今回の24号の被害、

これについては、停電について、それについては申

しわけありませんが、あの時点では私どもの想定を

超えておったというのは事実でございます。そうい

った事実があったということで、先ほど市民の皆さ

んにも教訓としていただきたいと申し上げましたけ

ども、我々もあれはいい教訓になりました。今、荻

野議員がおっしゃるように、想定を超えるというこ

とのないように、教訓はまだこれから経験しないこ

とが起きるかもしれませんけれども、一つ一つそれ

を教訓として、想定内に全ておさまるように考えて

まいりたいと思います。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 荻野利明君。 

○11番（荻野利明） 本当に想定外をつくらずに、

全部、どんな災害が来るかわかりませんけども、全

て想定内にして、やはり原発の事故というのはそう

いう教訓だと思うんですね。ですからしっかりと、

青島危機管理監、もう何年あるか知りませんけども、

精いっぱい頑張って、市民の命、財産、守っていた

だきたいというふうにお願いをしまして、私の一般

質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、11番 荻野利明君の

一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 続きまして12番 豊田一仁君

の発言を許します。12番 豊田一仁君。 

  〔12番 豊田一仁登壇〕 

○12番（豊田一仁） 12番 豊田一仁です。限られ

た時間と認識しつつ、質問をさせていただきたいと

思います。 

 電子決裁システムの導入についてということで質

問させていただきます。 

 済みません、ちょっとこれ、耳なれない言葉と感

じる方もおられるかもしれませんので、前段の文章

が若干長くなります。御容赦いただいておつき合い

ください。 

 役所内の業務はコンピューターの導入が進み、現

状、パソコンは一人一台体制となり、ほぼ全ての職

員が必要書類はキーボードを使い、画面上で作成し

ながら業務を遂行しています。 

 そうしてつくられた書類は、下書き段階から一々

プリントアウトして、コピーされたものも含めて関

係者の間を時間をかけて回覧され、その後プリント

アウトされ直したものが改めて時間をかけて関係者

に回覧され、印鑑を押されて、書類として完成され

た後、コピーも含めて各所に保存されるのが実態で

あると見られます。 

 市内各所に点在する出先機関においては、庁舎と

距離があるだけに、書類が運ばれ処理されることは、

より多くの時間と労力が消費されることとなってお

ります。 

 許可、認可を伴う性質のものであればまだしも、
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日報や業務の中間チェックのように、単に上司の確

認を得るためだけのもの、確認行為を記録するのみ

のものまでが、書式をつくり、プリントアウトし、

持ち運ばれ、確認を受けた後ファイルされるという、

労働時間や資源の無駄遣いとも言える作業が行われ

ているというふうに受けとめられるのが現状です。 

 働き方改革云々を持ち出すまでもなく、作業効率

の向上は大きな課題であり、労力と経費の無駄の排

除が求められる中で、改善の必要性の高い現状と考

えます。 

 そこで、これらの解決策の一つとして、電子決裁

システムの導入を提案いたします。 

 ここでいう電子決裁システムとは、これまでの説

明でおわかりのとおり、経済的活動、いわゆる商行

為における商品や代金の受け渡しにより取引を完了

させることを意味する決済、決定の決に経済の済を

書きます決済ではなく、認可や回覧を求める書類や

関係資料をコンピューター上に置いたままで関係者

の確認や決定権を持つ立場の職務者の承認、認可の

業務を行い、確認や認可の詳細記録も電子的に保存

することを行うシステムを示します。 

 国においても、この電子決裁システムの導入につ

きましては、文書改ざん防止、保管の利便性の諸点

から、大いに勧められております。特に近年の文科

省、財務省、あるいは防衛省などのトラブルからの

反省による文書管理を含めた電子決裁システムの導

入への声も大きいものがあります。既に数年前から

幾つかの自治体においては、このシステムの導入が

進められており、実績も示されております。 

 この電子決裁システムの導入により、期待できる

ものとしては、１、電子的処理の活用によるプリン

トアウトやコピー、それらの関連業務の削減による

費用と労力の削減。２、定型的書類の自動入力化に

よる作業軽減やミスの削減。３、電子的保存、管理

による検索作業の効率化。４、電子的保存による書

類保管スペースの削減。５、物理的な事務所間移動

の減少による労務の削減。６、電子的情報共有によ

る進捗の確認の利便性。７、電子的記録に、いつ、

誰が認証・確認したかの記録が明確に残せる。８、

申請者、決裁者だけでなく、関係者間の情報共有が

可能。９、上記６、７、８の諸点から、組織保全の

ための内部統制の充実が期待できる、などが指摘で

きます。ほかにもさまざまな面からのメリットを指

摘される声もありますけども、とりあえず思いつく

ままに挙げてみました。 

 議員として、市役所内における業務の遂行状況を

見させてもらう中で、繰り返しになりますが、時間

や物理的資源の無駄の排除、業務遂行濃度の充実、

行政文書管理の効率化などの点から、改善に必要性

を強く感じるということから質問を行います。 

 まず最初の質問です。 

 電子決裁システムのメリット、デメリットの評価

を含め、導入に関する見解はいかがでしょうか。お

願いいたします。 

○議長（二橋益良） 市長。答弁お願いします。登

壇してお願いします。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） それでは、お答えを申し上げ

ます。 

 今、議員のほうからるる電子決裁につきましての

メリット等々、御説明もいただきました。特に９番

なんかは、さすが監査役を今務めておられる豊田議

員ならというような観点から、内部統制の話もいた

だきましたですし、そういった今国でもそうですし、

自治体で導入されているところもふえているという

ふうに聞いてます。個人的にですけれども、私もさ

っき豊田議員からも御指摘ありました財務省にいる

ときには、電子決裁、実際にやって、ほぼ毎日電子

決裁使っておりましたので、そこのやってみての感

想というものも含めて、答弁をさせていただければ

というふうに思いますけれども、やはり、今御指摘

がございましたとおり、電子決裁のシステムのメリ

ットは、行政のさまざまな業務を電子化することに

よって、業務が効率化、そして迅速化ができるとい

うことでございまして、ここはやはりこのメリット

を生かすべく、前向きに検討をしていきたいシステ

ムであるというふうに考えております。 

 また反面、デメリットとまで言っていいかどうか

ちょっと御議論があるかもしれませんけれども、実

際のこの市役所なら市役所の中に存在したり、発注
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されたりしてくる請求書ですとか契約書、また冊子

ですとかそういったさまざまな紙媒体ですね、紙媒

体に対する取り扱いだとか保管の方法、そういった

現実的な問題があり、また関係の、これは市役所と

しての規定の見直しという作業、また出納検査方法、

これは監査として御自身も御経験されてるかもしれ

ませんけれども、そういった検査方法の検討、さら

には実際にこういった業務を行ってるのは、もちろ

ん市の職員ですので、市の職員の負荷としてこうい

った紙文書の電子化の作業というものが、これはど

の自治体でも、国でも同様でしたけれども、その作

業の負荷というものを考慮すべきだというふうに考

えております。 

 あと実態として、私が経験からですが申し上げさ

せていただきますと、電子決裁によって紙で回して

たものに比べて、特に添付ファイルを見なくなる。

詳細まではですね。どうしても、これは意識の問題

かもしれませんが、どうしても添付ファイルが膨大

にのぼっているものに関しては、時間の制約もあっ

たりして、なかなか細かい点までチェックが行き届

かないというものもありましたので、例えば数字の

チェックだとか、そういった間違えてはいけないよ

うな積算だとか計算に関しましては、十分に考慮し

なければならないというのは実感として思っており

ます。 

 また、何よりもこういったシステム、新しいもの

を導入するためには、導入するイニシャルコストも

必要ですし、ランニングコスト、いわゆる運用する

ための経費も多大な費用となるというふうに考えて

おりますので、当然ながらこういった前向きなＩＴ

等々、情報処理の技術を活用した業務改善・効率化

というものはしていきたいと思っておりますけれど

も、今申し上げたデメリットといいますか、課題、

また必要な財源含めて総合的に考えつつも、前向き

に検討してまいりたいと考えておりますし、多少補

足させていただきますと、この電子決裁のみならず、

やはり電子化の中でさまざまな今行政の電子化は別

に電子決裁のシステムだけではありませんので、例

えば公共施設の申し込みなんかは、今それぞれの公

共施設で申し込むんではなくて、一括して、ほかの

自治体でもやってますけれども、電子的な申し込み

ですね、一括した運動公園だとか新居のみなと運動

公園もそうですし、そういった公共施設の利用申し

込みを含めて電子化するとか、そういうような御議

論もあろうかと思います。また、ＲＰＡといったロ

ボット、ロボティック・プロセス・オートメーショ

ンでしたか、そういったＡＩとか、ＲＰＡを使った

ような、いわゆる計算でやってくれるものは、間違

ってはいけないものは全て機械で計算してもらうと。

入力をしっかりしておけば、あとは人的ミスの可能

性がなくなるわけですので、そういったＰＲＡも、

今例えば総務省を中心に、国でもそういった制度を

検討していただいてますし、自治体で導入してるよ

うな例も教えていただいてますので、総合的にそう

いった電子化による業務の効率化というものを図っ

てまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） 冒頭から市長に御答弁いただ

けると思ってませんでしたので、いささかありがた

いなと思いつつも、実際にこれまで電子決裁システ

ムを扱ってこられた方の生の声ということで重く受

けとめさせていただきつつも、当然それは既に一般

的にデメリットとして指摘されてる部分、中に入っ

ている部分です。 

 一点、実は我々湖西市議会でも、タブレットの議

員活動への導入というのが検討課題で、１年半、検

討してまいりました。当初は単に配付書類の減少が

大きな目的だったんですけども、やはり研究してい

く上で、配付書類の減少というのは一面にすぎない

よねと。我々がもらう書類を、どう活用できるかと

いうことの中において、検索機能、大きな要素だよ

ね。それから、当然、配付資料、コピーを減少させ

ることによって、そこに携わる人の労力の減少が大

きなポイントだよね。決してコピー用紙の削減、コ

ピーという物理的な経費の削減ではなくて、それを

取り巻く周辺の合理化であり、業務の進行のしやす

さが大きなポイントなんだということに気がつきま

した。 

 今、市長のほうからお話にあった、私はその一つ

の象徴として電子決裁システムというのを提案させ
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ていただいてますけども、これを取り巻くさまざま

なシステムの導入、前提条件になりますし、まずそ

れをしていかないとメリットがないことになります

ので、幅広く取り組んでいかなければならないもん

だということは認識してますし、ぜひそれをアピー

ルさせていただきたいなと思ってる部分なんです。 

 具体的な例として、実はせんだって、企画部のほ

うで無理をお願いして、予算編成の根拠データとし

て集計された数字をちょっとお聞きしました。29年

10月から30年９月までの間に市役所が購入したＡ４

の紙の総量が315万枚、Ａ３の紙が43万7,500枚、こ

う言うとすごい大きな数字。ただ、金額に換算する

と220万ぐらいなんですね。これを金額を220万だか

ら少ないと言ってはいけないんですけども、350万

枚の紙が使われておる。それよりも驚いたのが、コ

ピーなんです。現在、市役所に何台かのコピーが配

置されていて、29年度の４月から３月までの間に約

100万枚のコピーがとられている。白黒、カラー合

わせまして。これ、ざらっと計算すると1,000万円

超すんですね。私たち議会がタブレット導入に取り

組んだ一つのスタートラインが、コピーの削減とい

うことを先ほど言わせていただきました。少なくと

もここの部分。全部が全部、合理化できるとは思い

ません。当然、コピーして配布する必要のあるもの、

たくさんありますので。ただ、それを削減するため

の一つのステップとしては、ぜひ導入していかなく

てはならないことでしょうし、それから、それをす

る上で先ほど幾つかデメリットを指摘していただき

ましたけども、やはり私も現在の文書管理規定の見

直しが必要になると思いますし、またしてもらわな

くてはいけないと思います。それから、当然、計算

方法の変更。これも重要な要素になりますし、イニ

シャルコストに関しましても、スキャナーの導入か

ら始まって、それからソフトの導入という、ちょっ

と大きな金額を必要となるというのは当然あるわけ

なんです。 

 しかしそういったものも含めてでも、電子決裁シ

ステムの導入によってさらにその周辺を取り巻くい

ろんなシステムの導入によって出てくるメリットと

いうのは、十分デメリットをカバーし得るものだと

いうふうに感じております。 

 きのうからの一般質問聞いておりましても、やは

り、あれをしたい、これをしてほしい、もっと合理

化しようという声がたくさん出るわけです。しかし、

どこから手をつけていくかということに関しては、

なかなか難しい部分がありますね。そういった意味

からは唯一経費の削減に結びついてるのが、残念な

がら病院の繰出金の削減問題というところに集約さ

れてしまうことになるのかもしれませんけど、いか

に小さな組織で効率よく業務を運営していただくか

ということが大きなポイントになろうかと思います。 

 そういった意味から、ＡＩの導入、集約していけ

ばＡＩの導入ということになってくるわけなんです

けども、最初のステップとして、システム、この電

子決裁システムを導入するにも幾つかのステップが

考えられます。先進自治体の事例を伺っていきます

と、やはり４段階ぐらいで導入を考えて実験したと

ころもあったようですし、さらに圧縮したステップ

で導入を検討されたところもあったというふうに拝

見しました。当然、さっき言いましたように文書規

定の改革含めた内部のシステムの構築、文書管理の

見直しということもやっていかなくてはいけないと

思いますので、非常に大きな作業にはなろうかと思

いますし、私としては、済みません、るる述べてし

まいましたけども、ぜひやっていただきたい、やら

なきゃいけない一つの改善だというふうに考えてお

ります。 

 第１問としては、過去と現状をお聞きしました。

第２問として、電子決裁システムに関する検討は行

われているのかどうか。そして導入の、先ほどの答

弁からすると可能性は低いんだなということになり

ますけども、一応、念のため伺わせていただきます。 

○議長（二橋益良） ここで12時になりますが、少

し延長させていただきたいと思いますが、よろしい

ですか。 

 それでは答弁お願いします。市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 可能性が低いと申し上げたつもりは全くございま

せんで、総合的にやはりそれはできたら一番いいと

思っているわけでして、済みません、電子決裁のみ
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に限らずですけど、先ほどのＲＰＡなりＡＩなり、

公共施設の電子申請登録システム含めてですけれど

も、そこは当然ながら、結果としてメリットのほう

が大きければ導入したいというのは、気持ちとして

はもちろん持っておりますので、さまざまな今おっ

しゃった導入に関する負荷だとか、規定の整備等々

に、そこはどれぐらいかかるのか、もちろん期間も

含めてですけれども、今、恐縮ですが具体的にどれ

だけかかって、どれだけのコストと人的作業が必要

になるかというまでの研究は進めておりませんので、

そこはさまざまな、電子決裁に限らずですけれども、

検討を進めていって、できるものからといいますか、

できることならもちろん早期に行えれば一番いいと

思ってますし、できるものから順次になるかもしれ

ませんが、それはさまざま、この電子決裁に限らず、

きのうのお話にもあった、例えば学校施設、雨漏り

だとかエアコンだとか、もちろん今回、台風被害も

ありますし、道路もあります。そういったものと緊

急性とか、そういうものも比較・考慮しながら、前

向きに進めていきたいというふうに考えております。

以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） 大前提になります市の業務の

合理化というところでは、多分異論はないかと思う

んですけども、先ほどおっしゃった事業の緊急性と

いう言葉の中で、合理化の重要度が埋没していかな

いことを祈るのが一つ。 

 それともう一つ、この問題をやはりある程度プロ

ジェクトチーム的といいますか、ホームに詳しい部

門のメンバーであったり、実務に詳しい部門のメン

バーであったりというところで、内部的な検討して

いただかないといけないなと思うんです。そのとき

に感じたのが、年齢制限。ある程度キャリアを積ん

だ人間でないと、その書類の重要性というのはわか

らないのかもしれません。しかし、キャリアを積ん

だ人間というのは、おのれの経験論でしか物事を判

断しなくなります。新しいものの導入に関しては、

非常に抵抗を持ってまいります。我々、ここに座っ

ております議員、理事含めて、平均年齢の高いメン

バーになりますので、この辺のゾーンは外していた

だいて、もっともっと若い、ディスプレーに抵抗感

のないメンバーを中心に、そういった検討をしてい

ただけることを期待したいと思いますが、いかがで

ございましょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 年齢制限というお話ございまして、具体的にどこ

までかというのは改めて、それも含めて研究する必

要があろうかと思いますけれども、ある意味おっし

ゃるとおりだなと思ったのは、今回例えば、済みま

せん、ちょっと電子決裁から離れますが、例えばこ

としの湖西市の新規事業として、ハッピーアニバー

サリー事業として、本当にすてきな、幸せの婚姻届

とか出生届をつくっていただきましたし、ハッピー

ツリーとか、ガチャガチャまで市役所内に設置させ

ていただくというような発想は、少なくとも僕の年

齢、44歳という年齢でも出てきませんでしたので、

そういった若手の職員だとか、さまざまな柔軟な発

想が出てきたいい例でありますし、これからの、今

やってる新生活応援金もそうですし、来年度予算に

向けての湖西市への定住促進を促していくような職

住近接の取り組みも、やはりそれはこれからお家を

建てたりだとか、そういったニーズにのっとって、

その世代の方々に考えていただくのがよかろうとい

うふうに思っております。もちろん、専門的知識は

必要ですので、そういった方も導入してと思ってお

りますけれども、やはりさまざまな得意分野だった

りだとか、結果として、それが導入してよかったね

となるようなものを幅広く研究してまいりたいと、

世代年代も含めてですけれども、考えていきたいと

思っております。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） ありがとうございました。大

いに期待を持って拝見させていただきたいと思いま

すし、必要なことだというふうに信じております。

御努力いただけることをお願いして、質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、12番 豊田一仁君の

一般質問を終わります。 

 それではここでお昼の休憩とさせていただきます。
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再開は午後１時といたします。 

午後０時05分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて、会議

を再開いたします。 

 次に、１番 福永桂子さんの発言を許します。福

永桂子さん。 

  〔１番 福永桂子登壇〕 

○１番（福永桂子） １番 福永桂子です。 

 ことしは異常気象で、猛暑に集中豪雨、台風と、

温暖化も進み、これまでの常識が通用しない災害が

多発しています。それを受けて、これまでの防災ま

ちづくりの常識にもメスを入れて、湖西市の住民が

亡くならない、死ぬことがない防災に見直ししてい

く必要があると思います。 

 そこで、今回は湖西市のまちづくりの基本コンセ

プトにおける有事の備えについて御質問いたします。 

 質問しようとする背景や経緯です。近年、我が国

では集中豪雨に伴う河川の氾濫で、多くの住民が避

難を余儀なくされる事態が頻発しています。多くの

市町村では、災害時の避難拠点として公立小・中学

校が指定されており、湖西市も避難所として小・中

学校の施設が指定されています。 

 ことしの夏は異常気象による猛暑のニュースが日

本列島を駆けめぐり、豊田市の小学校１年生の熱中

症による痛ましい死亡事故を受け、日本全国津々

浦々の地方自治体の首長によるエアコン設置の声明

がマスコミの話題となりました。これは、教育環境

の整備を怠り、先送りしてきた教育施策のツケが回

ってきた結果といっても言い過ぎではないと考えて

います。湖西市もその例に漏れず、慌てふためいて

エアコン設置を決めました。 

 日本中のエアコンのない災害時の避難所では、避

難を余儀なくされた住民は、猛暑のもとで避難生活

を余儀なくされ、一つは自然の猛威による災害、も

う一つは行政の無策による人災をあわせた二重の災

害に遭遇したことになったといっても過言ではない

と思います。 

 さらに、文部科学省の2016年の調査では、全国の

公立小・中学校のトイレの洋式化は４割強にとどま

っています。避難所に指定された小・中学校の施設

のトイレは和式が多い状況です。洋式化されたトイ

レが設置されていないことで、夏季に災害が発生し

避難を余儀なくされた住民、特に加齢により体力が

低下している高齢者など、災害弱者にとって大きな

問題となりました。これを受けて、政府は洋式トイ

レの割合を今後３年以内に８割まで引き上げる方向

で検討を進めています。 

 以上のことを踏まえまして、行政は災害の発生を

防ぐ施策とともに、それと並行して災害の発生を見

越し、有事に備えた施策をあわせ盛り込んだまちづ

くりの基本方針を確立することが、今後のまちづく

りには不可欠の要件になるものと考えています。 

 地球温暖化の進行を考えれば、現在の時点では異

常気象という便利な言葉で災害の発生を論じていま

すが、集中豪雨やゲリラ豪雨の発生頻度が高まれば、

異常気象は通常の気象になり、災害の発生は日常茶

飯事になることも十分考えなければなりません。 

 そこで、湖西市のまちづくりの基本方針における

有事の備えについて、お聞きしたいと思います。 

 質問事項１に入ります。 

 市長は、災害の避難所としての小・中学校の施設

を考え、そこに夏季であれば避難を余儀なくされた

住民が熱中症の危険にさらされることはやむを得な

いとお考えになられたのでしょうか。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。市長。登

壇してお願いします。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 まず、熱中症の危険にさらされることは、もちろ

ん熱中症にかかることですけれども、そういったも

のをやむを得ないと考えたこともございませんし、

極力もちろん防止すべきだというふうに思ってます

し、ここは避難にかかわらず、日常生活からそうい

ったものを防止すると。先ほどの健康増進の質問も

ございましたけれども、そういったことに取り組ん

でいくのがもちろん行政として当然の務めだという

ふうに認識をしております。 

 その上で、湖西市の避難所につきまして申し上げ
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させていただきますと、大規模な地震での避難を想

定して選定をさせていただいておるところでござい

まして、仮に大規模な地震が、南海トラフ等々発生

をした場合には、これもさまざまなところで言われ

ておりますけれども、湖西市含め多地域にわたりま

して１週間程度の停電も想定をされているところで

す。この、仮に停電が長引いた場合には、予備電源

等々でも冷房、いわゆるエアコンを稼働ができない

ということで、仮に設備があったとしても冷房は使

用できないというふうに言われております。 

 仮に、夏の暑い時期ですとか必要な時期に災害が

起こった場合には、スポットクーラー等々で対応す

るということを予定しておりまして、もちろん、日

常的に体育館等々への、今学校施設へのエアコンを

一生懸命補正予算でも進めているところですけれど

も、体育館に含めても設置が理想であるし、できた

らいいと思ってはおりますけれども、例えば静岡県

の危機管理監部門でありますとか、国の文科省とか、

財務省ともこの点は議論はさせていただきました。

その場合には、やはり理想ではあるけれども、現実

どの自治体も難しいということは理解をいただいて

いるので、スポットクーラー等に関しては有事の際

には、その地域、ことしも、例えば西日本の豪雨で

すとか、北海道の地震もそうでしたけれども、そう

いったところに対して広域的な災害対応として、国

や県として、応援の用意はあるということでしたの

で、そういった対応を予定しているところでござい

ますので、やはりもちろん冒頭の熱中症の危険もそ

うですし、災害、異常気象等々が日常茶飯事になら

ないように、被害を最小限に抑えたいと考えており

ます。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 市長が全住民のことを考えて

いらっしゃるということはよくわかりました。そし

て、いつも言うことですけれども、災害は一つでは

ありませんので、大災害もあれば、地域の部分的災

害もあれば、そして電気とか全て、水道とかがとま

ってしまうような大災害というのは、本当に少ない

わけで、頻繁に起きるわけではないんですね。使え

るところは使えるんだと思うんです。そのためにも

整備は必要ではないかと思うんですね。そして、市

長は幼・小・中学校の普通の教室へのエアコンの設

置を決断されました。大変ありがたい、よい判断で

あったと思います。ただ、子供たちのことを考えら

れるのなら、やはり災害時に避難してくる弱い弱者、

または本当に体調を崩したお年寄りや妊婦さんや赤

ちゃんを抱えたお母さんや、本当にさまざまな方た

ちが日常生活の中で抱えている問題をもってして避

難所にやってこられる。それをやはりもうちょっと

深く大切に考えていただきたいなというのが私の思

いなんですね。もちろん、家族を失って来られる方

もいるわけですね。 

 言えば切りがないのでこの辺にしますけれども、

学校はやはり何かあったときには、地域の役に立つ

施設であるはずなんですね。地域のコミュニティー

の拠点であったり、災害時の拠点にならざるを得な

いという側面を持っている施設です。そんな中で、

やはり体育館は住民のために大きな役割を果たしま

す。ぜひ、体育館や特別教室のエアコンの設置を引

き続き検討していただきたい。検討されているので

しょうかというのをもう一度お聞きします。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 検討といいますか、もちろん設置に向けての、や

らないと言ってるわけでは全くありませんし、設置

に向けての当然進めていきたいという考えをもって、

これは私もそうですし、教育委員会等々、学校現場

もそうですし、当然設置に向けて進めていきたいと

いう考えは持っているのは当然のことでありまして、

改めて申し上げるまでもないですが、例えばきのう

の御質疑では、エアコンよりも雨漏りだというよう

な御意見もありました。さまざまな御意見があった

り、これが先だ、あれが先だというのは、人それぞ

れ、現場によっても違うかと思いますので、もちろ

ん全部できたら理想ですし、予算を優先順位という

ことは、これは学校施設、エアコン、またさらに別

の意味で福祉政策だって重要ですし、その中で優先

順位を決めてやっていかなければならない。当然、

ことしのエアコンに関しては、命を守るということ

を最優先にやったわけですから、そういった基準は
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ぶれずに、ただやはり一方での財源の問題、現実的

な優先順位というものはとり行っていかなければな

りませんので、その中でしっかりと順次進めていく

ということに尽きると思っております。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 市長のおっしゃってることも、

本当によくわかるんですね。でも、やはり私は主張

したいなと思うんですね。災害弱者が本当に避難所

に来た場合、命にかかわることなんですね。子供た

ちのためにエアコンを設置できたなら、老人や災害

弱者の命を助けるためにも、エアコンは設置できる

んではないか、していただきたいというのが私の意

見なんですね。同じ命にかかわることだと思います。 

 それと、設置に向けて進めていきたいという御答

弁、大変うれしく思うんですけれども、もちろん、

雨漏りやいろんな施設の老朽化があるでしょう。で

も、それもやればいいと思います。それをやって、

その上で設置ができればいいんじゃないかと、そう

私は思っているんですね。そして最優先、最優先と

いわれるんですけど、いつもそうなんですけども、

その最優先のリストはあるんですか。一度聞いてみ

たいです。どれを１番、２番、３番、４番、５番と

やられたいと、しようと思っているんでしょう。そ

のリストはあるんですかね。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 リストという意味では、例えば学校施設であれば、

学校施設にかかわらず、例えば教育委員会という所

管では、その優先順位というものは毎年予算編成で

行っておりますので、その中で順番はこうだという

ものは、予算編成の中で当然議論は、これは教育委

員会に限らずですけれども、土木部門、福祉部門に

おきましても、それはやりたいことは無限というか

どうかは別ですけれども、数限りなく行政需要、ま

た行政として行うべき、行いたい事業、先ほどの命

を守るとか、そういうのも含めて優先順位はつけて

おりますので、そこは毎年度、これは例えばエアコ

ンのように社会経済情勢の変化だとか、気候の変化、

さらにはこういう突発災害等々によって変わってく

るとは思いますけれども、そこは優先順位はつけて

行っておるということです。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 具体的にはないということが

わかりました。ただ、やはりその財源というのは、

科学的。 

  〔不規則発言あり〕 

○１番（福永桂子） ああ、ごめんなさいね。本当

に財源をやはり調達して、努力して、やっていくと

いう姿勢が余り見えないんですね。いつも何のとき

でも、財源が優先的に、財源がないのでそういう検

討します、それが本当に多いと思うんですけども、

やはり科学的根拠に基づいて集計をして、その結果、

例えば起債が可能であるとわかれば起債を使用する。

事業個別に将来いつ幾ら必要で、その結果起債が必

要な部分は幾らで、どのくらい健全化率が悪化する

のか、推計などが必要となってくる時代ではないか

なと思います。感覚や心配や、今これが必要だから、

時代の流れだからという形で財源が足りないという

のは、少し何か、もっと工夫していただきたいなと

思うんですね。工夫ができると思うんです。私、財

源のことを話すためにここに立ってるわけではない

のでやめますけど、プロジェクトマネジャーという

ような仕事もあります。このような仕事に財源その

ものを将来的にどうするかという、幾ら使うかを明

らかにしていくという部分で、委託するのもよいか

もしれないなと私は思うんですけれども、その点に

ついては、何かもしありましたらどうぞ。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答えできる範囲でお答えさ

せていただきますけれども、まず、財源に関して、

ちょっと科学的根拠と起債の意味がつながらないの

で、私なりの解釈で申し上げますと、当然ながら、

起債がどれだけできるのか、一般財源でどれだけや

るのか、特定財源でできるのかというものは、当然

分析をしつつ、将来的な財政の指標も含めて推計し

てやっておるということは事実ですし、そこは別に

後で補足していただいても結構ですけれども、ただ、

起債に関して言えば、起債したにしろ、湖西市に関

して現状では不交付団体ですので、全て将来の世代、

子供たちも含めて、今つけたことに対して将来世代
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への負担となることは間違いないもんですから、そ

こは当然ながら、野方図に起債でやるからオーケー

だということではないというふうに考えております。 

 また、プロジェクトマネジャーは、済みません、

ちょっと定義が明らかでないので、余りちょっと今

お答えをするのは適切ではないかなと思いますので、

答弁は差し控えさせていただきます。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 財源の話ではないので、この

辺にしたいと思うんですけども、将来の二、三十年

の税収の推計をしているのですかというふうな、そ

ういうことから入ることです。 

 私は、６月でしたか、９月でしたか、でも言った

と思うんですけども、借金をしていない、実質公債

費比率が６％台なんですけども、それを考えると、

もう少し将来に本当に、起債をして必要なものを前

もって手がけていくということも考えの一つではな

いかなというのが私の中で消化し切れていないんで

すね。そういうことを少し考えていっていただけた

らうれしいなと思っています。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん、ちょっと確認

しますけども、今１番の質問事項ですか。 

○１番（福永桂子） １番ですね、そうですね。 

○議長（二橋益良） 質問の趣旨に従って質問して

ください。 

○１番（福永桂子） はい、わかりました。では次

行きます。 

 では、２番に入ります。 

 災害時に携帯の充電ができる設備があると便利だ

という声がありますが、行政として問題意識はあり

ますか。また、どうしたらよいか検討するつもりは

あるのかお聞きしたいです。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 災害時の情報の入手、

発信に、携帯電話、それからスマートフォン等が使

用できることは、大変有効であると考えております。 

 ちなみに住吉地区の命山、それから津波避難タワ

ー等にも太陽光発電による携帯電話の充電ができる

設備、これを設置しています。 

 原則的には停電時の電源については、それぞれの

個人個人で備えていただくというのが原則だと我々

は考えておりますけれども、避難所の防災倉庫の中

にも充電用にモバイルバッテリーを備蓄をしている

という状況でございます。 

 御質問では携帯電話の充電という御質問ですけど

も、情報を受け取っていただくという点では、その

携帯とかスマホだけが道具ではないと思っておりま

すので、当然、同報無線、それからそれに伴います

防災ほっとメール、それからホームページ、ＳＮＳ。

ただ、どれも電気が必要だということになると思い

ますので、あとは地域の拠点になりますのはやはり

指定避難所になりますので、そちらのほうへ支援班

を通じて、市から無線で情報を伝える。そこを掲示

板だとかさまざまな方法を使って、避難所の皆さん、

それから在宅の避難の方でも避難所に物資をとりに

来られた際に、そういった情報をとっていただく。

それでも情報がまだ十分いかないということになれ

ば、広報車等を使って情報をこちらは発信していっ

て、住民の皆さんにはそれを受け取っていただくと

いうふうに考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 有効的であると考えてくださ

っているということで、それは大変安心しました。 

 北海道地震でブラックアウトもありました。その

ときに言われたことは、テレビもラジオも切れて、

携帯が唯一情報を得る手段となったというふうなこ

とも言われましたので、やはり大事な役目を果たす

ことは明確であると思います。 

 質問ですけれども、台風24号による停電被害のも

とで、携帯充電サービスは、市として、市役所とし

ては具体的に何かされたんでしょうか。また、民間

との連携などはあったんでしょうか。そしてまた民

間での取り組みはあったのか、そういうことあれば、

どのような状況であったのか、把握されているのか

お聞きしたいです。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） ただいまの、まず市役

所のほうでやりました充電サービスですけれども、

幸い、公共施設は本当に一部だけ停電をしましたけ

れども、ほぼほぼ通電、電気が来ておりましたので、
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今回の停電におきましては、公共施設の電源、電気

を使って、我々はとにかくコンセントを用意しまし

た。コンセントを用意して、充電器はお持ちいただ

いて、充電サービスをさせていただきまして、最初、

市役所とそれからおぼと、それから図書館、あとは

新居の地域センターと、あと実は西部地域センター

が停電していたんですけれども、発電機を使って何

とか少しでもということで充電サービスをしました。

それとあとアメニティプラザ、こういったところで、

それぞれ地域でなるべく分散してサービスができる

ようにということでやりまして、とにかくあるコン

セント、延長コード等出して、やりましたけども、

やはり来られる方が多いというときには、さらにま

たその口数をふやして充電サービスをさせていただ

いております。 

 民間との連携というのは今回はありませんでした

けれども、私が聞いてる中では、お店の方がそうい

った充電サービスを、本当に個人的にやっていただ

いたところもございます。ですので、やはりいつも

申しておりますけども、一番原則は自助、御自分で

例えばバッテリーだとか、車から充電できるような

器具を用意しておくということをお願いしたいとは

思うんですけど、次にやはり共助ということで、今

回は停電が、全部が停電ではありませんので、電気

の来ているところはやはり助け合いで充電サービス

を、あと知り合いのお宅で充電してもらったとか、

そういった声も伺っておりますので、やはり自助と

共助が非常に役に立つのかなというふうに思いまし

た。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 問題意識を持っていただいて

ることに感謝します。 

 もう一つ突っ込んだ御質問なんですけども、各学

校は緊急連絡をメールとかでもされていますね。そ

の児童生徒の保護者から、停電時に学校は休校なの

かどうなのかもわからなくて、どうすればいいのか

な、わからなかったという声は聞いたんですね。そ

の時点で、その状況はどうだったのかということと、

どう対応されたのかなというのをお聞きしたいと思

います。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今の御質問ですけども、停

電に対してということで、月曜日なんですが、停電

がしてた地域としてない地域がありました。ただ、

信号が全てとまっているということもあって、子供

たちの安全を考えて、同報無線で休校の連絡をさせ

ていただきました。それぞれのメールを通してって

やってる時間がありませんでしたので、同報無線で

一括して休校ということでお知らせをしました。 

 その後の様子ですけども、徐々に電気も復旧して

きました。ただ、復旧がおくれたところもあります。

復旧がおくれていてメールができないとこについて

は、部分的な同報無線ということで、同報無線で次

の日の連絡をさせていただいたという状況で、特に

大きな混乱はなかったかなと思いますけども、いか

がでしょうか。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） わかりました。同報無線が聞

こえないときもよくあるんですけども、私なんかは

家にいると全然聞こえないんですね。その辺、気を

つけていただきたいなと思います。大変な混乱がな

かったことはよかったなと思いますが、緊急メール

というのは学校から発信されてるんですかね。まと

めて発信してるかどうかとか、そういうところです。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） いろんな方法がありまして、

学校で、学校のパソコンを使って発信している学校

と、マ・メールといいまして、ある教頭先生のスマ

ホから、全部へ流せるというふうな、校長、教頭か

ら流せるというふうな学校もございます。 

 今回ちょっと大変だったのは、学校のパソコンか

らでないとメールが送れないという学校でしたので、

そこのところについては、先ほど申しましたように

同報無線でやらせていただきました。ただ、いろい

ろ経験すると、いろんなことがわかってきまして、

学校にある発電機をつなぐことによって、そのメー

ルも使えるということがわかりましたので、次回か

らは全てのところへメール配信ができるというふう

に思っております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 
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○１番（福永桂子） では、各学校でメール配信の

やり方は違っているけども、そういう停電が起きて

も対応できると。そういうことを経験でわかったと

いうことですね。ありがとうございます。よかった

と思います。 

 ではもう一つ、再質問になるかもしれないんです

けれども、災害が起こってしまったときに、住民の

被害を最小限に食いとめて、二次、三次被害を起こ

さないようにって当たり前なんですけれども、その

被災生活をいかに和らげるかといった視点ももちろ

んとても大切に検討しておく必要があることなんで

すけども、空調とかトイレ、携帯電話の充電やお風

呂やペットのことなど、準備しておくべきことは多

数あると思うんですけども、今まさにこのような経

験を通した現時点で、湖西市として優先的に準備し

ておかなければならない課題として、代表的なもの

は今は何と考えられていますか。このようなもので

すと挙げられるなら挙げていただければうれしいで

す。 

○議長（二橋益良） 暫時休憩といたします。 

午後１時30分 休憩 

───────────────── 

午後１時30分 再開 

○議長（二橋益良） では休憩を解いて会議を再開

いたします。 

 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 十分お答えできるかわ

かりませんが、今回、台風24号によりまして長期の

大停電があって、確かに我々も教訓となりましたし、

市民の皆さんも教訓になったんではないかなという

ふうに、いいほうに捉えていこうというふうには考

えております。 

 その長期の停電があったから、今まで考えていた、

我々が考えていた体制といいますか、災害対応の優

先順位とかそういうのは変わったとは考えておりま

せんで、やはり、本当にくどくなって申しわけない

んですけど、自助・共助はやはりまず原則としてあ

る。行政が公助としてできることは、やはり津波と

か家屋倒壊によって避難所生活をどうしてもしなけ

ればいけないという皆さんには、避難所へ来ていた

だくわけですけど、そこで避難所生活となるわけで

すが、今それぞれの指定避難所で自主防災会の皆さ

んを中心に避難所の運営マニュアルも検討していた

だいておりますので、まだ全ての避難所で完成した

わけではありませんけれども、やはり地元の皆さん

に避難所は運営していただくということになります

ので、それができ上がれば、かなりやはり前に進む

状況になるとは思います。 

 物資のようなもので何が優先かということになり

ますと、やはり避難所ではトイレ、それも仮設トイ

レになります。やはり学校のトイレを使えれば一番

いいんですけれども、状況として使えるかどうかわ

かりませんので、やはり初めのころ、使うのは簡易

トイレ、そういったものを設置して、トイレの心配

というのが一番です。お風呂ですとか、電気ですと

かというのは、最低限、電気については最低限の電

気は避難所でも必要だとは思っております。それと

お風呂ですとか食べ物につきましては、やはり数日

後になるとは思うんですけども、自衛隊の応援だと

か、そういった外部からの応援をいただいて、避難

所生活も徐々に少しましになっていくと。初めのこ

ろはやはり十分な避難所の環境というのはつくれな

い可能性はありますけども、そこは自主防災会の皆

さん中心のマニュアルのほうで何とかしていってい

きたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 急な質問で、どうもお答えあ

りがとうございます。もちろん、この経験を通して、

もう少し変わって、防災まちづくりも変わってくる

べきではないのかなとも思っております。 

 最後、提案になるかもしれないんですけれども、

太陽光の設備を市役所が持って、緊急時に、携帯充

電に使用するということとか、民間と非常時に携帯

充電についての協定を結んでおいて、そういうとき

が来れば充電をさせてもらうとか、そういうふうな

こと等は今後考えられることでしょうか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 今まで我々のほうでは、

今お話にありました、太陽光の例えば、ポータブル

なのか、避難所に設置するものなのかのまたお話も
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伺いたいとは思いますけども、そういった考えは今

まで持っておりませんでしたので、それとあとは民

間との協定といいますか、連携といったところまで

は考えていなかった部分がありますので、今の御提

案は今後少し研究はしたいなとは思いますけれども、

ただ、個人個人の携帯とかスマホを充電するための

用意というものは、やはり全ての皆さんにそれがで

きるかというと現実的にはきっとできないと思うん

ですね。ですから、例えば避難所、先ほど避難タワ

ーとかにもそういった設備ありますよというお答え

しましたけども、それだってそんなに口数があるわ

けではありませんので、集まってる皆さんの例えば

自治会の役員さんがいるとか、代表になられる方の

携帯・スマホが使えるような状態にしていただいて、

その情報を皆さんで共有していただくというふうに、

個々のスマホ・携帯までの充電というのはやはりち

ょっと難しいかなというふうには考えておりますが、

今の御提案については、今後研究はしていきたいな

というふうに思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） ありがとうございます。本当

にそのようにいろいろ問題意識として捉えて、次の

ことをどう検討していくかということを考えてくだ

さることがとても大切だと思っています。私自身も、

携帯の充電が市役所がやるべきなのか、本当ＮＴＴ

など民間がやるべきなのかというその辺ははっきり

していませんので、ぜひ湖西市としてできる限り、

いろいろと早い対策、整備をお願いしたいなと思い

ます。 

 では次の質問に入ります。３番です。 

 文科省によれば、トイレの洋式化により、和式を

避けてトイレを我慢する児童生徒が減り、学習効果

の高まりも期待できるとのことですが、児童生徒の

学習効果の高まりと、災害時の避難所の快適化のた

めにも、トイレの洋式化を急ぐ必要があると考えま

す。これは有事の備えを折り込んだ平時のまちづく

りと考えますが、市長はどうお考えかお聞かせくだ

さい。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 もう大分９月もそうですし、答弁させていただい

てるかもしれませんけれども、まずは何よりもぶれ

てはいけないですし、これからも継続すべきは命を

守ることが最優先だという観点で、これは子供たち、

もちろんそうですし、市民の皆さん、これは一緒な

んだというふうに思っております。 

 だからこそ、ことしの夏の災害レベルである猛暑

を受けてエアコンの設置、今回12月の補正でも提案

をさせていただいているところでございます。 

 また、今御指摘のありましたトイレの洋式化につ

きまして、これももちろん平時から、災害だけでは

なくて、進めていくべき事項だと考えておりますの

で、例えば今は老朽化施設の改修とか、いわゆる長

寿命化、その中で鋭意進めていきたいと考えており

ますし、現在でも小・中学校の各トイレは男女一つ

ずつは洋式化をさせていただいてますし、これがも

っともっとふえていくといいというのは当然のこと

だと思っております。 

 避難所としては、やはり子供たちだけではなくて、

高齢者の方だとか障害を持った方々、こういったさ

まざまな方が利用されるというような想定がありま

すので、こういった例えば多目的トイレだとか、そ

ういったものも必要なんだろうなという認識は持っ

ております。 

 ただ先ほども、繰り返しになりますが、災害が発

生したときには、どうしても断水等々で学校施設、

通常のトイレに関しては水道、電気もそうですけれ

ども、ライフラインがとまってしまうと。結果的に

使用できないということは、これは別に湖西市に限

ったところではありませんけれども、そういったお

話も県からもあります、国からもありますので、別

途この前の地域防災訓練もそうですけれども、災害

用の簡易トイレ、仮設トイレ、そういったことを備

えるということを有事に備えて防災設備・施設は充

実を図ってまいりたいというふうに考えております。

以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） トイレの洋式化も一つの視点

で考えていくということでよろしいですね。 

 一つ、御紹介を先にしておきます。読売新聞の11
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月７日に書かれた記事なんですけれども、学校トイ

レ洋式化加速とあります。災害時に避難拠点となる

公立小・中学校に多い和式トイレについて、政府は

高齢者らが使いやすいように洋式化を急ぐ方針を決

めた。９月の北海道地震や2016年の熊本地震など、

数少ない洋式トイレに、高齢者らが、被害者が列を

つくる事態が起きたためで、４割にとどまっている

洋式トイレの割合を、今後３年以内に８割まで引き

上げる方向で検討を進めています。学校トイレの洋

式化は現在、国が改修費の３分の１を支出する補助

事業で行っていますが、自治体の財政力にも左右さ

れます。なので、こうした状況を受け、国は今後、

改修費の補助事業について関連予算を上積みし、洋

式化を全国の自治体に促していく方針だということ

です。洋式化の利点として、これまで出てこなかっ

た災害対応という言葉が出てきています。災害対応

にとどまらず、児童生徒の学習効果の高まりも期待

できるというふうな記事を読売新聞が書かれていま

す。 

 やはりこのように、チャンスとか、それからこう

いうトイレ、必ず８割にしたいなという方針が出た

ときに、やはり努力して、早くそのチャンスをつか

んで、住民のために災害時のときのためにやってい

ただきたいなというのが私の希望なんですね、思い

なんですね。やはり、エアコンのこともそうですけ

ども、エアコンももう少し何年か前にやることもで

きたわけですね。今あたふたあたふたとやってしま

うということよりも、やはり上手に考えて、計画だ

ってチャンスは先につかんでいってほしいなという、

そういう思いです。 

 それで、トイレの洋式化でいつも言われることな

んですけども、トイレは災害になったら使えるかど

うかわからなくなると言いますけども、部分的な災

害なら十分ほかの施設は使えるわけなんですね。そ

して、市役所はもちろん復旧に多大な努力をされる

はずですので、必ず復旧します。そして携帯とか、

そういう簡易トイレですね、いろんな簡易トイレが

今出てきていますけれども、すごく自分でできる簡

易トイレというのは、やはり袋状になったものです。

その袋の中に汚物を入れて、そしてくくってという、

そういう形ですね。それをするには、和式トイレは

向きません。やはり洋式のトイレでなくてはできな

いんですね。そういうふうなことを考えますと、や

はり私はとても大事なことだ、命を守るためにとて

も大事なことだと思うんです。 

 もう皆さんも御存じで、市役所の方も御存じだと

思うので、エコノミー症候群であったりとか、いろ

んな本当に二次災害、三次災害が出てくるわけです。

トイレに行かれないから膀胱炎になったり、その膀

胱炎になると何年も何年も引きずるんですね。そう

いうふうに人生をかけた避難所生活になるわけです

ので、そのあたり考えていただきたいと思うんです。 

 それで私自体も、前も言いましたけれども、神戸

の大震災を経験しています。そのときの避難所のト

イレのひどさといったら、本当に伝えられないぐら

いなんですね。もう汚物が流れて、そんなところへ

行けないんですよ。そして行けない人がどんなこと

になったか。一度経験されるとわかると思うんです

ね。そして、そこへ行けないから夜中にすごく遠い

所に行ったり、また人目のつかないところへ行って、

犯罪に遭うとか、そういうことも起こってるんです

ね。なので、携帯があるんだとか、あっても使えな

くなるんだとか、そんなことを言う前に、そういう

状態を考えて、やはり財源を何とか捻出して、エア

コンの財源も捻出されたんですね、ぜひ頑張っても

らいたいなというのが私の気持ちです。何かありま

したらどうぞ。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 何かありましたらということですので、いっぱい

あるんですけれども。読売新聞の記事は私ももちろ

ん承知してますし、拝見させていただきました。今

回の多分補正のこともおっしゃってるんだろうなと

思いますけれども、こういった補正含めて、国とし

ても対応を今とっていただいてます。だからこそ今

回、一次補正でのエアコンを活用させていただいて

るわけで、逆に言うと、数年前であればこういった

補助財源がつかなかったということなので、かなり

市としての負担は軽減されているんだろうというふ

うに認識をしております。 
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 また、今回トイレのことも、別にやらないと言っ

てるわけでは全くありませんですので、進めていき

たいという思いは変わらないということですし、先

ほどのバリアフリーのトイレも進めていますし、そ

の中で、使えるか使えないかは、それは災害の程度

にもよりけりですので、当然あったほうがいいとい

うのは皆様の思い一致するところでしょうから、何

をどこまでということは、これは真摯に、予算の状

況と考えながら、もちろん起債も今回も活用してい

ますし、そういったできる限りの一般財源、特定財

源、起債も含めて、バランスを考えてやっていくと

いうのは当然だろうというふうに思ってますので、

そこはさまざまな御提案、それこそ、アイデアがと

か、こういったものがというのは御提案いただけれ

ばありがたいと思ってますし、こちらも大分今回、

文科省からも御指導いただきましたので、大分今回、

補助財源といいますか、そういうものはある程度確

保できたかなというふうに考えております。以上で

す。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） ぜひ財源確保に、よろしくお

願いいたします。 

 一つちょっと申し忘れてたんですけれども、一応

データとして、和式はもちろんしゃがまなければな

らず、車椅子の人や足腰が強くない高齢者などには

適していないということ。そして便器の周りの床の

アンモニア付着が和式だと洋式の10倍になるという

こと。大変くさいわけですね。そして、和式の便器

周辺の大腸菌の発生数が洋式の164倍もあるという

ことです。こういうことで、菌が繁殖するというこ

とは明らかでありますね。 

 湖西市で学校を避難所に指定する、優先的に指定

するのであれば、災害時の避難所の環境整備は急務

だと思うんですね。災害発生時にはさまざまな条件

で予想外のことが起きます。市長の強力なリーダー

シップ、それと危機管理能力が求められているのは

明らかです。今の段階から、市長にはいざというと

きのシミュレーションをしておいてもらう必要があ

ります。市長の判断ミスで人命が失われるようなこ

とが起きれば、最近は裁判で個人が訴えられたりと

もしています。そういうふうな意識はもう既に持っ

ておられると思いますけれども、何度も言っている

ように、市長は住民の生命と財産を守る義務があり

ます。平時から有事の備えをぜひ折り込んだまちづ

くりについて、しっかりとした方向性を確立してい

ただきたいなと思っています。これで、私の質問は

終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、１番 福永桂子さん

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 次に８番 吉田建二君の発言

を許します。それでは、８番 吉田建二君。 

  〔８番 吉田建二登壇〕 

○８番（吉田建二） ８番 吉田建二です。一般質

問をします。 

 最初に、大気保全体制の強化に向けて、質問をい

たします。 

 豊橋市原町にある産業廃棄物焼却施設を経営する

会社が、大規模施設への建てかえを計画し、その工

事が12月１日から始まりました。 

 焼却処分量はこれまでの6.6倍となる１日当たり

120トンで、しかも24時間操業であるということか

ら、大気汚染が懸念され、湖西市民にとっては大き

な不安を抱えた課題と言えます。 

 計画の概要が地域の住民に対して説明がされたの

が、平成28年９月であり、その後、意見書を受け付

け、意見書に対する回答が29年２月に出され、縦覧

されております。その後、現在までの１年半の間に

工事の着手に向けた各種の手続が進められ、このた

び工事が開始となりました。 

 そこで、この１年半の間の経過の概要を確認して

おくとともに、大気保全を図るための体制の強化に

つなげていくことを目的に、質問をいたします。 

 最初の質問です。意見書に対する回答書が出され

た昨年の29年２月から、このたびの工事着手となる

までの１年半の間において、湖西市と豊橋市、また

事業者においてはどのような対応、または行動され

てきたのか。その概要についてお尋ねをいたします。 

○議長（二橋益良） 市長。登壇してお願いします。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 
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○市長（影山剛士） お答えを申し上げます。 

 これまで、今議員御指摘のございましたこれまで

においてですけれども、やや、時系列ですので、少

し何年かにわたりますけれども、豊橋市の紛争予防

条例に準じた手続というものの中におきまして、意

見募集をしたということが平成28年８月15日から９

月28日まで。事業者が作成をした回答書の縦覧が、

平成29年２月８日から２月21日まででございました。 

 その後、廃棄物処理法に基づく本申請というもの

が平成29年７月６日に豊橋市に提出をされました。

そして10月２日、同じ年の平成29年10月２日から11

月15日まで、計画書の縦覧及び意見の募集というも

のが行われました。 

 ここであわせて豊橋市長のほうから、この施設の

設置に対する意見の提出を求められましたので、湖

西市としましては「慎重かつ十分な審査をお願いす

るとともに、申請者に対し、湖西市民の不安や疑問

に対し丁寧な説明を行っていただくよう、御指導を

願いたい」という趣旨で回答書を豊橋市に対して、

11月16日付で送付をさせていただいたところです。 

 平成30年度、今年度に入りまして、各法令に基づ

く審査でありますとか許認可の状況につきまして、

豊橋市の担当部局とも引き続き密に情報交換を行っ

てきているところでありますし、また、例えば市長

会ですとか、さまざまな会議、会合、機会をおいて、

豊橋市長とお会いする機会もありますので、この折

には今申し上げたような湖西市民の不安をしっかり

と払拭していただくように、豊橋市長に直接、繰り

返して、継続して私のほうからお願いをしていると

ころでありますし、何度もそこは申し上げていると

ころで、豊橋市長としても、今吉田議員おっしゃっ

たような、相当程度、現状の施設から時間もそうで

すし、処理量もふえていきますので、そういった状

況に関しては実態把握と数値、モニタリングに関し

ては、ある程度の理解を持たれているというふうに

認識しておりますので、ここは残念ながら行政区域

の違いというものがありますけれども、湖西市民が

影響を受けることがないように、不安と疑問も払拭

するような御説明を、主体であります豊橋市のほう、

もちろん事業者もそうですけれども、にお願いをし

ているところでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 今、経過報告を丁寧にいただ

きました。その中で、市長も豊橋市長と会って、数

回にわたってお話をされたと、こういうことですけ

ども、大体何回ぐらい会われたのか。日にちまでは

結構ですので、そこら辺をお話しいただければあり

がたいと思います。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 回数でいうと、正直、10回や20回ではないので、

そこは、会ってる回数ですけれども、当然、例えば

東海市長会だとか、東三河の会議だとか、三遠南信

サミットですとか、また別の会議もありますし、こ

れはもうどこの場でというのは、正直、自分として

も覚えてないぐらいですので、余り回数としては覚

えておりませんが、認識としては、やはりしっかり

と伝わっているという認識は、私も思いますし、豊

橋市長の口ぶりからしても、この施設に関してのそ

ういった今後の状況に関しての注視する方向だとい

うことは感じております。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 大変回数はたくさん会ってお

られるということですけども、毎回毎回、この問題

をお話しなされることはないと思いますし、そんな

ことしたら、ほかの仕事が停滞してしまうもんです

から、そこら辺は理解できます。 

 要は、この産業廃棄物の焼却施設、非常に大きな

施設が今度建設されるということで、それだけ市民

の皆さんも不安な気持ちが大きいと。それをじっく

り受けとめて、このことについて、豊橋市長、こん

なぐあいで市民はあれですよというようなことで湖

西市長が熱意をもって語り、そして訴えていただく

と。これが非常に大事だなと思うわけですけども、

そういう点で、何回ぐらいそういう点お話をされま

したかということをお聞きしたかったわけですけど

も、その点についてはまた次の質問の中でお答えい

ただければと思いますので、２番目の質問を。 

 地域住民と行政、事業者間の対応についてという

ことで質問させていただきます。 
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 同様に、このたびの工事着手になるまでの１年半

の期間において、地域住民に対して行政、いわゆる

これは豊橋と湖西市が住民に対して、あるいは事業

者と地域住民に対して、どのような対応をされてき

たのか。その概要についてお尋ねをいたします。 

○議長（二橋益良） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） お答えいたします。 

 豊橋市の条例に準じた回答書の縦覧をした以降に

つきましては、平成29年３月28日に、産業廃棄物処

理施設の事業活動に関する「環境保全に関する誓約

書」を、湖西市の自治会連合会長が代表して受理を

いたしました。 

 その後でございますが、平成29年11月９日には、

誓約書の内容を再認識する目的で、関係します市内

14自治会の役員の方、総勢20名の方にお集まりをい

ただきまして、勉強会を行っております。 

 平成30年度に入りまして、産廃の処理業者より、

廃棄物処理法、都市計画法に基づく開発行為の許可

がおり、今月12月１日より工事を着手する予定があ

るとの報告を受けましたので、関係する市内14自治

会へ「建設工事のお知らせ」を回覧しております。 

 また、市内の環境団体から、誓約書を協定書に変

更できないかという意見をいただいた際には、その

意見を事業者に伝え、事業者からの「自治会単位で

あれば協定締結に向けた社内検討を進める」との回

答をいただきましたので、関係者にお伝えしており

ます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 地域住民の代表である自治会

等を主にいろいろな報告、それから協定書あるいは

そういうものの取り交わしをしてこられたと、こう

いうことでございます。 

 一般市民の人への周知とかというのは、もう自治

会を通して行うということで、特に行っておらない

わけですかね。この間の11月の資料の中には回覧を

されたということで、その回覧文書もいただいてお

りますけども、回覧ということで、特に説明会とか

報告会的なものは行ってないということで承ってよ

ろしいでしょうか。 

○議長（二橋益良） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） 説明会とかにつきまして

は、特に考えておりません。関係する14自治会の皆

様には、先ほど申しましたように回覧にて周知のほ

うをさせていただいたところでございます。以上で

す。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） そうしましたら、この１年半

の間において、住民からの意見、あるいは要望なん

かありましたでしょうか。それともなかったのでし

ょうか。その点についてお尋ねをいたします。 

○議長（二橋益良） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） 住民からの意見があった

かということですが、自治会連合会と誓約書を交わ

した後に、廃棄物処理法に関する、今度、次の段階

としまして本申請が出されました。その際にも公告、

縦覧を行いまして、そこで関係される住民の皆様の

意見を聴取するという、そういう機会がございまし

て、湖西市からも14件の御意見をいただいておりま

す。 

 その御意見につきましては、許可申請を審査して

いく上で専門委員会というものがございまして、こ

れは大学の教授の方がメンバーとなってとり行った

ものでございますが、その中で住民の方の御意見、

そして湖西市からの先ほど市長が申しました意見に

つきましても、審査の材料といいますか、それも加

味した上で審査を行っていただきました。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 14件の意見があったというこ

とですけども、その14件の意見の内容については、

行政のほうから回答をし、あるいは業者を通じて回

答をし、一応納得というんですか、いいですよとい

うことで御理解をいただいているんでしょうか。ま

だ問題がある意見があるのか、そこら辺の概要だけ

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） 本申請の意見でございま

すが、意見をいただいて、それに対して御回答する

という、そういう流れではなくて、その意見を専門

委員会の中で参考として取り入れて、審査をしてい

ただけるということでありますので、特に意見書を
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出された方についての御回答のほうは特にはしてお

りません。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） いろいろな意見に対しては、

丁寧にまた市民に説明してあげて、一つでも不安を

軽減していくような御努力を、また引き続いてお願

いしたいと思います。 

 では３点目、お願いします。 

○議長（二橋益良） その前に、時間も過ぎました

ので休憩をとりたいと思いますが、よろしいですか。 

○８番（吉田建二） はい。 

○議長（二橋益良） それでは休憩をとりたいと思

います。少しお疲れでございますので、２時20分ま

で休憩とさせていただきます。 

午後２時05分 休憩 

───────────────── 

午後２時20分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて、吉田

建二君の質問の途中から進めさせていただきます。 

 主題１の項目３からですね。お願いします。吉田

建二君。 

○８番（吉田建二） 次に３点目の質問に行きます。 

 市民に安心をしていただく、言いかえれば、心配

をしなくて済む状態に持っていくためにはどうすれ

ばよいでしょうか。それは、事業者には環境基準を

厳守してもらい、正常な状態で操業してもらうこと

に尽きると思います。 

 正常な状態であるということを実証するためには、

定期的に検査を行い、その結果を公表すると同時に、

積極的に住民に報告していただくことだと考えます。 

 検査も事業者がみずから常に行うのは事業者の責

務だと考えますが、それだけではなく、公的な立場

で検査を行うことも重要です。指導・監督の立場に

ある豊橋市が、定期的に、また臨時に、できるだけ

多く実施して、いつも正常な状態であるという事実

を積み重ねていって初めて信用につながっていきま

す。できれば、豊橋市が検査するときに湖西市も同

行するとか、さらに湖西市が要請すればいつでも検

査できるということが実現できれば、住民の皆さん

の心配が少なくなり、安心した状態になっていくと

考えます。 

 そのような状態を実現するには、原点である基本

に戻り、事業者に環境基準を厳守してもらうことし

かありません。それゆえ、事業者に環境基準を厳守

してもらうための施策として、湖西市と豊橋市で行

政連絡協議会を組織したらどうかと考えます。協議

会ができれば、湖西市の立ち位置も明確になります。

以前、協議会の立ち上げの調整を始めたとも聞いて

いますが、状況はいかがでしょうか。お尋ねをいた

します。 

○議長（二橋益良） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） お答えいたします。 

 協議会等の組織づくりについてですが、平成29年

３月の議会においても同様の御提案を議員からいた

だいております。現在も協議会等、組織づくりにつ

きましては継続して豊橋市の環境部局と調整を行っ

ているところでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 調整中ということですけども、

熱意をもって訴え、何を目的としているか、それは

住民の皆さんの安全と安心を確保するためであると。

その住民は湖西市民はもちろん私どもあれしてます

けども、お隣の豊橋市さんにおいても、やはりそこ

に住民の皆さんがいらっしゃいます。県境を境にし

て住民を区分けすることなく、その付近一帯の住民

の皆さんの安全安心を守るためにはどうするか。こ

ういう観点があって、行政区を超えて、ひとつ取り

組んでいただきたいということを考えるわけでござ

います。 

 関連して申し上げます。法律的には行政区が違え

ば行政区以外の住民のことについて対応していく責

務は問われないかもしれませんが、焼却施設の建設

場所から東方向に約300メートルで県境となり、さ

らに東方向に300メートルの位置にある一帯、すわ

なち焼却施設から約600メートルとなる地域は、笠

子地区や境宿地区の民家が所在しております。さら

に隣接して南上の原地区、新所原地区、白須賀、市

場、山口へとつながっています。豊橋市は話しにく

いかもしれませんが、施設の煙は東側になびいてき

て、湖西市民が大きく影響を受けていることを強く
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認識して、豊橋へ要請をしていただき、協議会発足

の実現に向け、努力をお願いしたいと考えておりま

す。この点について、いま一度その捉え方について

お伺いをいたします。 

○議長（二橋益良） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） 焼却施設につきましては

豊橋市というところですが、１年の３分の２ぐらい

は風向きによって湖西市のほうへ排気ガスが流れて

くるというところでございますが、やはり今議員申

しましたように、やはり煙がこちらへ来るというこ

とは、付近市民の方には大変不安な材料だというと

ころでございますので、引き続き豊橋市の環境サイ

ドのほうへ、組織化についてはまた申し込みを強く

して、実現に向けて調整させていただきたいと思い

ます。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） それでは４番目お願いします。 

 １年半前の29年３月議会で、湖西市は自分たちの

環境を守るための条例を制定し、条例には必要に応

じて締結する生活環境保全協定や、問題が生じたと

きは調査や審査を行うための委員会を設置すること

など、環境を守るための対応策を盛り込んではいか

がだろうか。また、この条例の制定により、湖西市

は環境に対しては強い熱意をもっているんだという

ことを示すことにより、関係者に対しての牽制にも

なり、また湖西市民の意識を高めていく上でも有効

と考えるので、条例制定を研究していただきたいと

質問をいたしました。 

 このときの答弁は、湖西市の環境を守るための条

例については引き続き研究していくとのことでした。

その後、どのように研究や検討が進んでいるのか、

お尋ねをいたします。 

○議長（二橋益良） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） お答えします。 

 まず条例は、条例を定めた行政区域内にのみ適用

されるということから、湖西市で制定した条例につ

きましては豊橋市内に建設される産業廃棄物処理施

設には適用されません。 

 そこで、行政区域外の廃棄物処理施設とは環境協

定を締結することが有効ではないかと考えました。

環境協定とは、工場等が企業努力により、水質汚濁

防止策、大気汚染防止策、騒音・振動防止対策に積

極的に取り組みをする方針を掲げて、排出基準の各

項目について、地元と協定を締結するものでござい

ます。 

 なお、通常、環境協定はその工場が立地します地

元自治会を中心に協議・調整を進めますことから、

今回の場合につきましては、豊橋市の自治会と環境

協定を結ぶ予定と聞いております。その環境協定を

湖西市の自治会とも結んでいただけるよう、事業者

に対し働きかけをしていきたいと思います。以上で

す。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 市外に立地する事業所に対し

て効力を発揮するような条例を制定するというのは、

これは非常に難しさが今あると思います。私が昨年

３月で提案し、また今回もそれを研究するというこ

とで、ぜひやってほしいということでお願いするの

は、湖西市内に大気が流れ込んでくる、そういう環

境にあるときに、その原因となるであろうと推測さ

れるようなものがあったら、そこのところに市民の

意思として改善をするように、その関係する行政区

域とか団体のところに要請をしていく、そういうた

めの自分たちの環境を守っていくんだという意思を

あらわした、そういう条例をつくったらどうですか

というのが、私の趣旨でございます。したがって、

必要に応じて締結する生活環境保全協定や、問題が

生じたときに調査や審査を行うための委員会を設置

することをして、自分たちの環境保全委員会をつく

って、それでそこのところでこうした、それで大気

を観測したらこういうデータが出てきた、これでは

自分たちで守っていかなくてはいけないからという

ことで行動を起こしていく。そういう一つのよりど

ころとなるような条例をつくったらどうですか、研

究したらどうですかというのが質問の趣旨だったわ

けでございます。ぜひそういう点で研究を進めてい

ただきたいなと、このように考えます。 

 それでは、いいですか。統括して最後の質問をこ

このところで。 

 条例制定に向けた研究と検討は、先例が少ないだ
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けに大変さは推察できますが、まとまれば環境を守

ろうとする制定の意義と効果の大きい条例になると

私は信じております。また、連絡協議会についても

早期の発足に向け、さらに努力していただくように

期待していることを申し上げまして、主題１の質問

を終わりたいと思います。 

 では２番目の質問。次に、市民の誇りづくりの推

進に向けて質問をいたします。 

 総合計画は、「市民協働で創る、市民が誇れる湖

西市」の実現を目標に掲げております。湖西市の魅

力や活力を市民が再発見して、もっと生かしていこ

う、そして市民生活のあらゆる場面で、ひとづくり、

ものづくり、環境づくりを通し、市民が誇れる湖西

市を、市民と行政とで一緒につくっていこうと呼び

かけております。 

 そこで、湖西市の発展に顕著な功績のあった人物

を敬い、顕彰し、ゆかりのある場所や構造物などは

その事績をわかりやすく明記して、誇れるものをふ

やしていくとともに、後世にしっかりと伝えていき

たいと考えます。 

 そこで、市民の誇れるものをふやしていきたいと

の思いで質問をいたします。 

 最初の質問です。湖西市内においては、郷土の偉

人の功績と御遺徳を敬い、たたえ、顕彰祭が行われ

ております。現在行われている顕彰祭は、毎年10月

には豊田佐吉翁顕彰祭と北原白秋歌碑顕彰祭、そし

て５月には夏目甕麿顕彰祭が挙行されております。

そのほか、市制40周年記念事業の一つとして、オリ

ンピックに出場して数々の賞に輝いた水泳の牧野正

蔵選手、宮崎康二選手の顕彰祭を平成24年９月29日

に行っております。 

 牧野正蔵さんは、昭和５年に今の古見に誕生され、

昭和６年、高校生だったとき、第１回日米対抗水泳

競技大会で1,500メートル自由形で優勝。800メート

ル自由形で世界新記録を出されました。昭和７年、

ロサンゼルスオリンピックでは、1,500メートル自

由形でオリンピックで新記録で準優勝をしておられ

ます。昭和11年のベルリンオリンピックでは、400

メートル自由形で３位になっております。 

 宮崎康二さんは大正６年に今の鷲津に誕生されま

した。高校生のとき、昭和７年のロサンゼルスオリ

ンピックでは100メートル自由形でオリンピック新

記録で優勝、800メートルリレーの第一泳者で優勝

し、２つの金メダルに輝きました。 

 この昭和７年のロサンゼルスオリンピックのとき

は、牧野・宮崎両選手の健闘をたたえ、鷲津のまち

ではちょうちん行列でお祝いしたと記録に残ってお

ります。 

 また、その４年後、昭和11年には牧野選手と宮崎

選手のオリンピックにおける偉業をたたえ、鷲津本

興寺前の浜名湖岸に、宮崎・牧野記念プールが建設

されました。今はその姿はありません。いつ取り壊

されたかは調べてありませんが、私が小学校の低学

年であった昭和29年、30年ごろには泳いだ記憶がご

ざいます。 

 さて、このようにオリンピックに出場し、輝かし

い功績を残された水泳選手、牧野正蔵さんと宮崎康

二さんの顕彰祭を再開したらと考えます。毎年行う

のは負担が大きければ、オリンピックの開催させる

４年に１度でも、これも一つの手法かもしれません。

いずれにしても、郷土の偉人功労者として、活躍さ

れた郷土の湖西が主催した顕彰祭の実施が願うもの

でございます。顕彰祭の実施を発信することにより、

湖西の知名度が高まるとともに、市民の心には選手

を尊敬し、選手を育んだ郷土への愛着心が高まり、

市民の誇りがふえていくものと考えます。 

 また、牧野・宮崎記念水泳大会が開催されている

ことは、今回の一般質問を準備しているときに知り

ました。さらに大会を盛り上げるためにはどうした

らいいかを、みんなで知恵を出し合っていきたいと

思います。牧野・宮崎記念と名称をつけているのだ

から、例えば大会の位置づけを湖西市の記録会的な

大会にして、この大会で出た記録タイムは湖西市の

公式記録として、新記録として更新されたときに牧

野・宮崎記念杯というトロフィーを授与することな

どを考えれば、記録の更新を目指す目標など魅力が

高まるのではないかと考えますが、いかがでしょう

か。牧野・宮崎両選手の顕彰祭の再開、そしてこの

ような牧野・宮崎記念杯というトロフィーを授与す

るなど、こういうことについて提案をいたします。
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いかがでしょうか。見解をお尋ねをいたします。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今の質問ですけど、大きく

分けて２つかなというふうに思います。 

 １点目のまず顕彰祭の件についてです。顕彰祭に

つきましては、平成24年９月29日、ふるさと再発見

をテーマとしまして、市制40周年記念事業、宮崎・

牧野顕彰祭を開催したところであります。式典には、

両氏の御親族を御招待し、二人のオリンピックメダ

リストの偉業を郷土の誇りとして後世に伝えるため、

来場者に紹介をし、式典後には宮崎・牧野記念水泳

競技大会を開催したところであります。 

 当初、４年後のオリンピック年度に顕彰祭開催を

予定していましたので、平成28年度に両御親族に連

絡をとらせていただきました。また顕彰祭を開催し

たいということで連絡をとらせていただきました。

その結果、両氏の御親族は御高齢のため出席できな

いとのことで、顕彰祭の開催は希望しないというお

返事をいただきました。 

 そのかわりに、両氏の冠をつけた水泳大会を今後

も開催したいということを申し出たところ、両氏の

御親族に御了解を得ることができました。 

 市制40周年記念事業後には、毎年３月のアメニテ

ィまつりにおいて、両氏の冠をつけた宮崎・牧野記

念水泳競技大会を継続して開催しているところであ

ります。 

 今後も大会プログラムでその功績と偉業を紹介す

るとともに、大会の開会式で両氏を顕彰する機会を

設けて、広く市民や選手に周知してまいりたいとい

うふうに思っているところであります。 

 ２点目のトロフィーとかメダルをというお話がご

ざいました。とかくトロフィー、メダルをというと、

争うという形になってきますので、なるべく私とし

ては、市民の広い範囲で参加をしていただきたいと

いうふうに思っております。今までの水泳大会もそ

うでしたが、この大会に出て、出した記録について

は、記録証ということで全員に冠のついた記録証を

お渡しをしております。ことし、例えば出た選手が、

その記録を0.5秒でも早くいけるようにということ

で、その励みになって何度も参加をしていただけれ

ば、非常に効果があるんではないかな。先ほどあっ

た、体力をつけるということでも、非常に市民全体

に行き渡っていくかなというふうに思いますので、

現在続けているところの記録証を、今後もたたえる

と、その参加をたたえるということで渡していきた

いというふうに思っているところであります。以上

でございます。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 市制40周年の後４年後の28年

のときに御遺族の方に問い合わせたところ、顕彰祭

については御辞退されると、こういうようなお話で

ございました。遺族の方に出席していただいて、と

もに故人、いわゆる両選手の功績をたたえ合うとい

うのが一番いいわけですけども、御遺族の方がお出

にならなくても、あるいはこれから日数が、年数が

たっていけば、当然人数が少なくなっていきますの

で、それでも市としてはその功績をいつまでもたた

えていきたいので、出席はいただかなくてもやらせ

ていただきたいというようなお願いはできないもの

か。また、そういうような御了解がいただけないと

顕彰祭を行うことができないものか、そこら辺につ

いてはまた研究をしていただきたいなと、こんなぐ

あいに思います。 

 いずれにしても、冒頭申し上げました市民協働で

つくる市民が誇れる湖西市、誇れるものはみんなで

お互いにつくっていこうというように総合計画の中

にうたってあるわけです。したがって、誇れるその

宝、原石があるならば、しっかり磨いてダイヤモン

ドにしていかないと、石のままではなかなか活用が

できないと、このように考えます。そういう意味に

おいて、ぜひこの宮崎・牧野両選手については顕彰

するような格好を考えていきたいと、このように思

うわけでございます。 

 今回、特にこの顕彰祭を再開したらどうかという

ような思いに至った理由の一つを申し上げたいと思

います。 

 牧野・宮崎両選手は、いわゆる世界のスポーツを

舞台にオリンピックで活躍をされた実績を持った方

でございます。したがって、理由は私４つほどある

わけですけども、一つは、郷土で活躍され大きな功
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績を残された方。そして２つ目は市制40周年のとき

に一度顕彰祭をやってるんだから、やめてしまうの

はもったいない。ぜひこれを再開していこうと。１

回だけでやめてしまうと、何か宝が埋もれてしまう

ような、そんな思いがするということが２つ目でご

ざいます。 

 ３つ目は、今回、マスコミが来年度大きくこの牧

野・宮崎選手が取り上げられる可能性が高いという

情報があるからでございます。これはまた後ほど申

し上げます。 

 そして４つ目は、市民の誇れるものをつくり出そ

うという総合計画で打ち出している。こういうもの

で誇れるものは発掘していきたい。これをまず最初

に取りかかっていきたいと、こういうことでの理由

でございます。 

 マスコミで取り上げられる可能性というのは、こ

ういうことでございます。2020年に東京オリンピッ

クが開催されます。その前年になる2019年、ことし

から見れば来年になるわけですけども、2019年のＮ

ＨＫ大河ドラマは「いだてん～東京オリムピック噺

～」という題名で放送されることが決まったという

ことでございます。オリンピックに大きくかかわっ

た二人の人物が主人公ということで、一人は金栗四

三という方で、熊本の出身で、走ることが得意な方。

マラソンの選手として活躍し、いだてんとも称され

ていたということです。オリンピックにも出場しま

すけども、途中で体調不良で完走できず、その後オ

リンピックで出ようと思ったんですけども、戦争で

幻の大会となって出場できなかったということです

が、いわゆるその走る力を発揮して、学校の先生に

なり、箱根駅伝を創設し、多くの弟子を育てられた

という方でございます。この方がドラマの前半で出

てくるということでございます。 

 もう一人は、田畑政治という方でございます。こ

の方は、浜松市成子の出身で、水泳のために生まれ

た男と言われるそうでございます。浜名湾で水泳の

コーチをして、水泳の礎を築いたということでござ

います。いわゆる浜名湾遊泳協会を設立した発起人

ということでございまして、戦前の牧野・宮崎選手

が参加したロサンゼルス大会、ベルリンオリンピッ

ク大会の水泳の監督で行かれ、牧野・宮崎選手の指

導に当たり、戦後はフジヤマのトビウオと呼ばれた

古橋廣之進の育ての親ということでございます。オ

リンピックの日本への招致にも努力され、戦前の昭

和15年の東京大会も決めたけども、戦争で開催がで

きず、これは幻の大会になったと。その後、戦後に

おける昭和39年の東京オリンピックの招致に努力さ

れ、昭和39年のオリンピックを実現されたというこ

とでございます。 

 そしてこの田畑政治を紹介した本が発行されてお

ります。その発行は田畑政治を顕彰する浜松の会と

いうところが発行しておりまして、テレビドラマの

進展と前後して顕彰活動が行われると予想されます。

本の中にも牧野・宮崎選手が紹介されており、ペー

ジが５ページにわたって紹介されておりました。ほ

かの地区で話題になってるとき、いわゆる湖西市外

の地区で話題になってるときに、地元の湖西市で牧

野・宮崎選手を顕彰していない、あるいは余り知ら

ないというんでは、ちょっとさみしく思います。そ

のような視点からも、ぜひ顕彰を行っていきたいと

するものでございます。いわゆる牧野・宮崎選手の

顕彰について、ただいま申し上げた事情から、いま

一度検討していただきたいと考えますが、いかがで

すか。再度お尋ねをいたします。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今までの流れ等をお伺いを

しました。顕彰祭というか、顕彰する場というのは

いろいろあろうかと思いますので、またそのあたり

は研究をしていきたいなというふうに思っておりま

す。水泳大会は毎年行っていますので、そんな中で

開催できるかどうかとか、そういった事柄をまた研

究してまいりたいというふうに思っております。 

 なるべく広くということで、学校教育の中にも湖

西市の偉人ということで、小学校４年生の社会科の

湖西市がつくった本の中に、その偉人の方々があり

ます。今私持ってきたんですが、この教科書を小学

校４年生全員持ってます。「私たちの湖西」、この

中の郷土の偉人を調べようというところに、豊田佐

吉翁、あと豊田喜一郎さん、あと夏目甕麿さん、あ

と飯田温徳さん、あと牧野正蔵さんと宮崎康二さん、
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これが水泳については１ページにわたって載ってま

す。こんな形で学校においては小学校４年生で全員

これを目にしてるということもありますし、そのほ

か、この内容の中では、湖西市のほかの偉人も探し

てみようというふうな課題も与えられています。た

しか市制20周年だったと思うんですが、湖西を築い

た人々という中に、湖西の偉人ということで98人の

名前が載った冊子があるかと思います。そんなもの

も子供たち参考にしながら、いろんな偉人を調べな

がら、自分たちに生かしていくというふうなことで

学校でも取り組んでいるということも申し添えます。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 今、完全な回答をいただくと

いうことはちょっと難しいと思いますので、ぜひ研

究をし、そして宮崎・牧野両選手の顕彰を、ぜひ推

進していただきたいなとこんなぐあいに希望を申し

上げます。 

 最後の質問をお願いいたします。 

 ２つ目の質問をお願いします。豊田会館は、昭和

33年に佐吉翁の長男である豊田喜一郎さんから、浜

名湖観光ホテルの建物をまちの社会教育のために役

立ててくださいと寄附を受けたものでございます。

当時、湖西町はその意思を受け、湖西文化センター

豊田記念会館と命名されましたが、途中数回名称が

変わりましたが、最後は豊田会館という名称で今年

度取り壊してまいります。 

 社会教育のために役立てるということから、公民

館的な活用のほか、湖西高等女子学院の学びやとし

て、またシルバー人材センターの事務局など、幅広

く活用されてきた施設でございます。 

 敷地は浜名湖岸にあり、水辺に接しています。水

辺に接した公有地は少ないと思います。水辺に接し

ていることを生かして公園にし、市民の憩いの場の

一つにしたらと考えます。市民協働センターのほう

から水上歩道をつくって公園につなげれば、新しい

名所にもなると思われます。豊田会館の跡地は豊田

会館の事績を明記した記念碑を建て、市民の憩いの

場として公園にすることが最適であると考えますが、

いかがでしょうか。 

 また、北原白秋が鷲津節を作詞した旅館があった

隣接地にも当たるので、白秋の記念碑を建てるのも

よいと考えますが、いかがでしょうか。お尋ねをい

たします。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 今さまざまな御提案をいただきました。ありがと

うございます。 

 まず、豊田会館につきましてですけれども、これ

は議員も御案内のとおり、私も何度もあそこは足を

運ばせていただいてまして、本当に浜名湖岸でＪＲ

の鷲津駅からも近いということで、立地的には本当

にいい場所に立地をしているというふうな認識です。

ただ、今回の予算で解体工事ということにさせてい

ただいてますけれども、これはやはり老朽化という

ことで、危険を回避する、先般の、きのうきょうと

議論になっている台風の影響もそうですけれども、

まずは危険を回避するということが第一目的であり

ますので、その後、現在のところではその解体後の

跡地の利用目的というものはこれといった形で決ま

ったものはございません。今おっしゃっていただい

たような公園だとか、原理原則としましては公用・

公共用として、市が持っている土地であれば公共の

目的で使っていくというものがあればそうしますし、

そうでなければほかの市有地でもやっているように、

売却とか、そういったところを考えていくわけです

けれども、そこはこれから利用目的等しっかり考え

ていかなければならないと思ってますし、例えば、

今だったら湖西市において分娩室がないという現状

で、産婦人科の誘致ということも行っているところ

ですので、市有地の活用ということは、そういった

種地の候補としては考えられるというのは、これは

あそこの土地に限ったものではありませんけれども、

さまざまな形で有効活用をしていきたいということ

を考えております。 

 もう一点、北原白秋の記念碑ということでござい

ますけれども、ここは議員も今御指摘ございました

とおり、本興寺さんにおいて白秋の歌碑も建立され

ておりまして、毎年10月には市の文化協会、文化協

会の皆さん主催で歌碑の顕彰祭を行っていただいて
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いるのは、先ほど議員の御質問の中にあったとおり

でありまして、非常にこれはこういった形で続いて

いるということは大変ありがたいというふうに認識

をしております。また、湖西市としましても平成29

年、昨年度ですけれども、白秋の愛した湖西という

ことでリーフレットを作成をさせていただいて、鷲

津節ですとか、浜名湖セレナーデなどの白秋の作品

のＰＲですとか、啓発活動を行わせていただいてい

るところであります。 

 歌碑に関しまして、現時点では、先般の10月の今

回の顕彰祭だったというふうに認識してますけれど

も、市民の有志の方々からもこういった歌碑の設置

ということが検討だとか、いろんなさまざまな動き、

お話は、私も目の当たりにしてますし、お聞きをし

ておりますので、やはりどういった形でできるのか

ということは、これはそういった希望される方々を

中心にぜひ検討が行われるのかなというふうに思っ

ておりますし、市としてどのようにそれに対して御

支援、御貢献ができるかということに関しましては、

現状やはり、もうきのうきょうとさまざまな御議論

いただいた台風、災害、防災対策ですとか、病院、

また新しい複合施設、区画整理、道路、福祉、さま

ざまなやはり優先度の中で、これを優先してやって

いくというものがあろうかと思いますので、例えば

この歌碑に関しまして言うと、今、市が一般財源と

いいますか、すぐに予算を確保してこれをつくりま

しょうということには、大変心苦しいですけども、

それは難しいのかなというふうに思っております。

そのかわり、今申し上げた市有地の活用ですとか、

それでも相当程度のやはり今のあそこの坪単価を考

えれば、市として仮に売却による財政貢献に対して

のこういった歌碑としての活用であれば、財政貢献

はできるかなというふうに考えておりますし、さら

にその関係でのＰＲ等々には御協力させていただき

たいと思っております。例えば今の有志の方々がそ

ういうものをつくろうという機運が盛り上がって、

クラウドファンディングを行ったりですとか、指定

寄附でも、方法はいろんな方法があると思いますの

で、どれぐらいのものを、どういったものを建てる

かということで、そこは必要な金額も決まってこよ

うかと思いますけれども、それに対してどのような

御貢献ができるかということはまたできる限り御相

談というか、連携させていただきたいというふうに

思っております。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 市民会館の跡地は売却するか

どうかはまた今後検討していくということですけど

も、ぜひ湖面に面した土地というのは、鷲津の駅裏

からずっと河原のほうを北というですか、西のほう

に行っても、あそこの豊田会館のこの跡地ぐらいし

かあとはないわけです。みんなもう民地が建ってし

まって。せっかく浜名湖に面していながら、市民が

湖岸として水辺に親しめる、浜名湖の景色を眺めら

れるというのは、あそこしかないわけです。したが

って、そういう点ではぜひ市民の共有の財産として、

市民がそこのところへ行って、ちょっとベンチに腰

かけながら浜名湖を眺めると、こういうような場所

をぜひ確保していただきたい。それこそ売却してし

まえば、幾幾らのお金は入ってきますけども、その

お金以上に市民の皆さんがそうやって楽しんで、そ

してここのところはかつてはこういう豊田会館があ

った土地なんだよ、しかも高等女子学院とかこうい

うことで多くの皆さんが学んでいた由緒ある土地な

んだと、こういうことを次の代に送っていくことに

よって、郷土愛もつながってくるんではないかな、

郷土愛が育まれていくのではないかなとこんなぐあ

いに考えます。ぜひそういう点を御考慮いただきた

いと思います。 

 では最後、終わりますので。顕彰祭を行うことは、

郷土の偉人への尊敬への気持ちが高まるとともに、

偉人を育んでくれた郷土への愛着心も高まってまい

ります。ゆかりのある場所を明確にして周知するこ

とは、名所が一つ誕生したということだと思います。

ぜひ、市民が誇りと思えるものを多くつくっていた

だきたいと思います。市民の誇りづくりに前向きに

取り組んでいただくことを期待していくことを申し

上げまして、一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（二橋益良） 以上で、８番 吉田建二君の

一般質問を終わります。 
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 これをもちまして、12月定例会に予定しておりま

した一般質問は終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 以上で本日の日程は終了いた

しました。 

 お諮りいたします。あす５日は一般質問の予備日

としておりましたが、全ての一般質問を終了したこ

とから、休会といたしたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 御異議ないものと認め、した

がってあす５日は休会といたします。 

 本日は、これにて散会いたします。お疲れさまで

ございました。 

午後２時57分 散会 

───────────────── 


